
論
説

玩
朝
紹
治
期
ベ
ト
ナ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
北
部
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
を
め
ぐ
る
諸
相

ー
パ
リ
外
国
宣
教
会
「
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
」
設
立
の
背
景
に
つ
い
て
ー

は
じ
め
に

牧
　
野
　
元
　
紀

　
憲
祖
紹
治
帝
（
位
一
八
四
一
－
四
七
年
）
は
ベ
ト
ナ
ム
最
後
の
独
立
王
朝
、
院
朝
（
一
八
〇
二
ー
一
九
四
五
年
）
の
第
三
代
皇
帝
で

あ
る
。
院
朝
の
最
盛
期
を
現
出
し
た
第
二
代
の
明
命
帝
（
位
一
八
二
〇
1
四
］
年
）
の
長
子
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
軍
事
侵
攻
に

さ
ら
さ
れ
た
第
四
代
の
嗣
徳
帝
（
位
一
八
四
七
－
八
三
年
）
の
父
に
あ
た
る
。
在
位
が
わ
ず
か
七
年
と
短
く
、
前
代
あ
る
い
は
後
代
に

比
べ
て
政
治
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
乏
し
い
時
代
と
み
な
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
植
民
地
化
以
前
の
院
朝
を
対

象
と
す
る
政
治
社
会
史
的
研
究
で
は
明
命
期
あ
る
い
は
嗣
徳
期
に
付
随
す
る
か
た
ち
で
若
干
の
言
及
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん

　
　
（
1
）

ど
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
紹
治
期
こ
そ
が
ま
さ
に
画
期
的
時
代
で
あ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
の
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）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
史
上
未
曾
有
の
大
弾
圧
が
行
わ
れ
た
明
命
末
期
と
嗣

　
で

　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
初
期
に
挟
ま
れ
る
こ
の
時
期
、
禁
教
政
策
は
続
い
て
い
た
も
の

　
帝

　
徳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
宣
教
師
に
は
一
人
の
処
刑
者
も
出
る
こ
と
な
く
、
現
地
人
聖
職

　
嗣

　
融
　
　
　
　
　
　
　
　
　
者
と
新
規
改
宗
者
は
増
加
に
転
じ
た
。
布
教
活
動
を
と
り
ま
く
環

図
催
　
　
　
　
　
　
　
境
は
相
当
に
安
定
、
て
い
た
・
み
、
れ
き
」
れ
に
は
い
。
た
い

畿
　
　
　
　
　
　
　
ど
の
よ
う
な
国
内
外
の
政
治
的
．
社
A
云
的
要
因
が
存
在
し
た
の
死

院
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
教
師
た
ち
の
出
身
国
フ
ラ
ン
ス
で
は
宣
教
事
業
に
対
し
て
い
か

　
齢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
理
解
や
支
援
が
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
宣
教
事
業
の
中
身
と

　
礪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
・
そ
れ
が
現
地
ベ
ト
ナ
ム
の
キ

　
帝

　
皇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ス
ト
教
社
会
に
い
か
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
等
々
の

　
代

　
初
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
疑
問
が
次
々
と
生
じ
て
く
る
。

　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
は
こ
う
し
た
問
題
設
定
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
フ
ラ
ン

ス
で
教
会
史
料
の
一
般
公
開
が
本
格
化
し
た
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
。
紹
治
期
の
ベ
ト
ナ
ム
で
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
を
主

導
し
た
宣
教
団
体
は
「
パ
リ
外
国
宣
教
会
o
Q
o
。
蜂
ひ
α
①
ω
竃
認
一
8
ω
国
宵
曽
口
σ
q
酵
①
ω
q
Φ
℃
簿
該
ω
」
（
以
下
、
慣
例
に
従
い
M
E
P
と
略

記
す
る
）
で
あ
る
。
本
稿
は
パ
リ
市
七
区
に
あ
る
同
会
本
部
の
付
属
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
宣
教
師
の
現
地
報
告
を
主
た
る
依
拠
資
料

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
し
て
立
論
に
用
い
る
。

　
M
E
P
文
書
の
公
開
を
受
け
て
、
M
E
P
が
布
教
活
動
を
展
開
し
た
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教
社
会
史
研
究
は
近
年

と
み
に
活
発
化
し
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
に
関
し
て
は
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
末
に
か
け
て
の
ト
ン
キ
ン
（
ベ
ト
ナ
ム
北
部
）
の

　　嘉隆帝

i位1802－1820年）

　　明命帝

i位1820－1841年）

　　紹治帝

i位1841－1847年）

　　嗣徳帝

i位1847－1883年）
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カ
ト
リ
ッ
ク
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
そ
の
形
成
と
政
治
権
力
と
の
関
係
を
分
析
の
焦
点
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ラ
ン
・
フ
ォ
レ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

≧
巴
ロ
閃
o
話
゜
・
け
の
研
究
が
嗜
矢
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
分
析
枠
組
み
を
継
承
す
る
形
で
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
同
地
域

を
対
象
と
し
て
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
を
公
表
し
て
む
旭
。

　
そ
し
て
目
下
、
筆
者
の
歩
み
と
同
じ
く
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ノ
ラ
・
ク
ッ
ク
Z
o
鼠
O
o
o
犀
①
と
ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
ラ
ム
ゼ
イ

q
曽
o
げ
即
㊤
ヨ
の
p
団
が
や
は
り
M
E
P
文
書
を
用
い
て
一
九
世
紀
前
半
を
対
象
と
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
に
関
す
る
論
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
弾
圧
政
策
下
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
非
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
間
の
文
化
的
連
続
性
や
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
宣

教
資
金
の
流
入
が
招
い
た
ベ
ト
ナ
ム
の
農
村
経
済
へ
の
衝
撃
と
い
っ
た
社
会
経
済
的
史
問
題
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
議
論
し
て
い
る
。
同
一

史
料
に
目
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
筆
者
の
関
心
と
重
な
る
部
分
も
多
い
。

　
し
か
し
、
両
氏
の
研
究
に
は
史
料
操
作
と
分
析
視
角
に
お
い
て
幾
分
の
懸
念
が
も
た
れ
る
。
教
会
史
料
を
現
地
社
会
に
お
け
る
草
の

根
レ
ベ
ル
の
資
料
と
強
調
す
る
あ
ま
り
、
院
朝
期
以
降
に
急
増
す
る
漢
字
や
字
哺
（
チ
ュ
ノ
ム
）
な
ど
の
現
地
語
で
記
さ
れ
た
一
次
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

料
に
は
全
く
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
二
次
資
料
に
お
い
て
も
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
文
献
は
引
用
さ
れ
る
が
、
高

度
か
つ
蓄
積
の
あ
る
日
本
語
の
ベ
ト
ナ
ム
史
研
究
の
文
献
は
充
分
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
教
会
史
料
に
し
て
も
両
氏
の
用
い
た

マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
は
コ
ー
チ
シ
ナ
（
ベ
ト
ナ
ム
中
部
お
よ
び
南
部
）
か
ら
の
書
簡
報
告
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
の
だ
が
、
議
論
は
ベ
ト
ナ

ム
全
般
で
運
ば
れ
て
い
る
。

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
長
期
的
視
点
か
ら
同
一
地
域
で
生
じ
る
社
会
変
動
を
分
析
対
象
と
し
て
き
た
。
本
稿
で
も
そ
の
焦
点
は
ベ
ト
ナ
ム

北
部
の
キ
，
ス
ト
罐
会
に
し
ぼ
．
り
れ
、
。
M
E
P
の
布
教
纂
に
お
か
れ
た
茜
ト
・
キ
ン
代
牧
区
≦
・
器
；
屡
ξ
匿
・

日
o
口
匹
ロ
○
。
9
号
暮
巴
」
が
そ
の
舞
台
で
あ
る
。
北
は
紅
河
を
挟
ん
で
デ
ル
タ
地
帯
西
側
の
平
野
部
と
西
北
山
岳
部
を
占
め
、
南
は
タ

イ
ン
ホ
ア
日
げ
碧
ぽ
山
8
か
ら
ゲ
ア
ン
Z
讐
①
〉
昌
を
経
て
コ
ー
チ
シ
ナ
に
隣
接
す
る
ハ
テ
ィ
ン
＝
餌
目
ロ
げ
地
方
を
含
む
広
大
な
地
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域
で
あ
る
。
ゲ
ア
ン
以
南
の
地
方
が
「
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
≦
。
胃
寅
け
＞
b
o
ω
け
畠
ρ
o
①
匹
‘
弓
o
ロ
匹
口
ζ
ひ
置
象
8
巴
」
と
し
て
分
立

す
る
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
全
域
の
M
E
P
管
轄
下
で
最
大
規
模
の
代
牧
区
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
を
事
例
に
本
稿
で
は
さ
き
ほ
ど
提
示
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
に
つ
い
て
具
体
的
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
し

た
い
。
最
初
に
第
一
章
で
は
紹
治
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
を
と
り
ま
く
国
際
情
勢
と
国
内
事
情
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
、
M
E
P
に

よ
る
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
が
い
か
な
る
政
治
的
・
社
会
的
背
景
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る
。
つ
ぎ
に

第
二
章
で
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
M
E
P
本
部
の
動
き
と
宣
教
支
援
の
た
め
の
基
金
団
体
の
設
立
経
緯
、
お
よ
び
そ
の
組
織
概
容
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
紹
治
期
の
ベ
ト
ナ
ム
宣
教
事
業
に
物
心
両
面
で
直
接
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
最
後
に
第
三
章
で
は
代
牧
区

内
部
に
お
い
て
教
勢
が
拡
大
し
た
要
因
を
福
祉
と
教
育
の
面
か
ら
考
察
し
、
紹
治
期
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
事
業
の
内
発
的
伸
展

を
み
る
。
そ
の
な
か
で
ゲ
ア
ン
地
方
以
南
が
「
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
」
と
し
て
分
立
す
る
に
至
っ
た
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
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1

紹
治
帝
治
下
ベ
ト
ナ
ム
の
概
観

一
　
フ
ラ
ン
ス
の
介
入
と
禁
教
政
策
の
軟
化

　
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
四
〇
1
四
二
年
）
に
お
け
る
清
朝
の
敗
北
を
受
け
て
、
明
命
帝
が
主
導
し
た
「
鎖
国
」
を
基
調
と
す
る
院
朝
の

対
外
政
策
は
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
南
シ
ナ
海
沿
岸
で
は
制
海
権
を
握
っ
た
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
列

強
の
艦
船
が
頻
繁
に
到
来
し
、
そ
の
軍
事
的
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
紹
治
帝
政
府
は
次
第
に
宥
和
的
外
交
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。

対
キ
リ
ス
ト
教
政
策
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
は
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
以
下
は
一
八
四
二
年
五
月
に
記
さ
れ
た
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
の
代



牧
司
教
ル
ト
ー
ル
即
9
0
益
に
よ
る
書
簡
の
一
部
で
あ
る
（
括
弧
内
は
筆
者
が
補
っ
た
）
。

　
い
ま
ご
ろ
北
京
で
は
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
が
紹
治
帝
の
派
遣
使
節
の
道
中
を
遮
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
わ
れ
ら
が
よ
き
ア
ン
ナ

ン
王
（
紹
治
帝
）
は
中
国
の
王
か
ら
（
冊
封
の
）
勅
許
を
得
な
い
ま
ま
全
く
の
恥
を
か
か
さ
れ
て
コ
ー
チ
シ
ナ
に
戻
る
の
を
余
儀

な
く
さ
れ
よ
う
。
そ
う
な
る
と
政
治
的
配
慮
に
よ
っ
て
、
わ
が
同
僚
（
の
宣
教
師
）
に
対
し
て
下
さ
れ
た
（
死
刑
の
）
判
決
は
さ

ら
に
執
行
を
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
明
命
王
が
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣
し
た
使
節
は
昨
年
末
に
（
ベ
ト
ナ
ム
に
）
帰
着
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
フ
ラ
ン
ス
の
素
晴
ら
し

さ
を
大
い
に
語
っ
て
お
り
、
宮
廷
に
も
幾
分
寛
大
な
考
え
を
も
た
ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
王
が
優

れ
て
い
る
と
賞
賛
し
て
い
る
。
使
節
団
の
報
告
の
お
か
げ
で
、
暴
君
は
自
分
の
国
の
こ
と
を
省
み
る
よ
う
に
な
り
、
我
々
の
こ
と

も
少
し
慎
重
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
昨
年
二
月
二
三
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
リ
ゲ
ー
ト
が
一
艘
、
コ
ー
チ
シ
ナ
の
港
に
投
錨
し
、
｝
二
月
末
に
は
コ
ル
ベ
ッ
ト
の
エ

リ
ゴ
ヌ
国
二
σ
q
o
昌
①
号
が
ト
ゥ
ー
ラ
ン
弓
o
霞
9
。
5
口
①
（
現
ダ
ナ
ン
U
p
乞
鋤
口
㈹
）
港
に
到
来
し
た
。
彼
ら
は
我
々
の
こ
と
を
気
に
か

け
て
く
れ
る
気
配
を
全
く
見
せ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
姿
を
現
し
た
と
い
う
だ
け
で
王
と
官
人
た
ち
を
怖
気
づ
か
せ
た
よ
う
で

（
9
）

あ
る
。

　
こ
の
報
告
か
ら
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
結
果
を
受
け
て
の
南
シ
ナ
海
沿
岸
域
で
の
国
際
情
勢
の
変
動
に
加
え
て
、
明
命
帝
が
治
世
末
年
に

・
ラ
ン
ス
へ
派
遣
し
た
使
節
団
の
帰
朝
報
告
が
紹
治
帝
政
府
の
対
外
政
策
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
読
み
取
菱
・
書
簡
内
に
言

及
さ
れ
る
ル
ト
ー
ル
司
教
の
同
僚
宣
教
師
と
は
当
時
、
院
朝
の
首
都
フ
エ
に
拘
禁
さ
れ
て
い
た
ガ
リ
O
巴
団
、
ベ
ル
ヌ
b
d
Φ
目
窪
×
、
シ
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ヤ
リ
エ
O
げ
胃
ユ
霞
、
ミ
シ
ュ
ζ
甘
げ
①
、
デ
ュ
ク
ロ
U
琴
δ
ω
の
五
人
で
あ
る
。
彼
ら
に
対
す
る
処
刑
は
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
的
報
復
を
招

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

く
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
執
行
の
延
期
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
一
八
四
三
年
二
月
二
五
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
い
o
巳
゜
。
七
げ
葺
b
b
①
政
権
の
指
令
を
受
け
た
軍
艦
エ
ロ
イ
ヌ

＝
霞
o
言
Φ
号
が
ベ
ト
ナ
ム
と
の
通
交
を
求
め
て
ダ
ナ
ン
に
投
錨
し
た
。
紹
治
帝
政
府
と
の
交
渉
は
不
調
に
終
わ
っ
た
が
、
艦
長
の
フ
ァ

ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ェ
ク
閃
磐
ぼ
白
曾
ひ
ρ
信
Φ
は
停
泊
中
に
偶
然
、
コ
ー
チ
シ
ナ
代
牧
区
の
宣
教
師
シ
ャ
メ
ゾ
ン
O
げ
曽
ヨ
巴
ω
o
口
か
ら
の
書
簡

を
現
地
人
信
者
の
手
を
つ
う
じ
て
受
け
取
り
、
拘
禁
中
の
五
人
の
宣
教
師
の
存
在
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
フ
ラ
ン
ス
王
の
臣
民
の
名
の
下
、
フ
ァ
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ェ
ク
は
宣
教
師
五
人
の
釈
放
を
直
ち
に
求
め
た
。
三
月
一
二
日
、
執
拗
な
要

求
に
屈
し
た
紹
治
帝
政
府
は
つ
い
に
五
人
の
釈
放
を
決
め
、
同
月
一
八
日
に
エ
ロ
イ
ヌ
号
は
釈
放
さ
れ
た
彼
ら
を
乗
せ
て
ダ
ナ
ン
を
出

　
　
（
1
3
）

航
し
た
。

　
こ
れ
と
は
別
に
、
一
八
四
四
年
に
は
コ
ー
チ
シ
ナ
代
牧
司
教
の
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
い
①
h
①
げ
く
話
が
現
地
の
官
憲
に
捕
縛
さ
れ
た
後
、
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

シ
ル
0
0
色
①
准
将
率
い
る
フ
ラ
ン
ス
海
軍
艦
隊
の
要
求
に
よ
っ
て
や
は
り
速
や
か
に
釈
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
紹
治
期
を
と

お
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
は
捕
縛
や
拘
束
を
受
け
る
こ
と
は
度
々
で
あ
っ
た
も
の
の
、
処
刑
さ
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
海
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
支
援
を
得
て
釈
放
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

　
一
八
四
七
年
三
月
一
八
日
、
今
度
は
ラ
ピ
エ
ー
ル
い
碧
δ
霞
①
司
令
官
率
い
る
艦
隊
二
艘
が
ダ
ナ
ン
に
停
泊
し
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け

る
フ
ラ
ン
ス
人
の
身
の
安
全
と
宗
教
の
自
由
を
要
求
毯
・
と
こ
ろ
が
・
ラ
ピ
干
ル
と
の
会
談
中
に
紹
治
帝
政
府
に
よ
る
艦
隊
乗
組

員
に
対
す
る
「
暗
殺
計
画
」
が
露
見
す
る
事
態
と
な
り
、
交
渉
は
完
全
に
膠
着
し
た
。
翌
四
月
、
緊
張
の
高
ま
る
な
か
で
同
艦
隊
と
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

朝
の
軍
船
は
つ
い
に
砲
火
を
交
え
る
に
至
り
、
ラ
ピ
エ
ー
ル
側
は
圧
勝
し
、
院
朝
側
は
軍
船
五
隻
を
失
っ
た
う
え
百
数
十
人
の
死
傷
者

を
出
す
と
い
う
大
敗
北
を
喫
し
た
。
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こ
の
ラ
ピ
エ
ー
ル
艦
隊
事
件
の
結
果
、
紹
治
帝
政
府
の
態
度
は
一
層
硬
化
し
た
。
六
月
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
ベ
ト
ナ
ム
入
国
を
一

切
禁
じ
た
上
で
、
違
反
者
に
は
死
罪
を
適
用
し
、
宣
教
師
を
捕
縛
し
た
者
に
三
〇
バ
ー
ル
げ
9
。
霞
8
の
懸
賞
金
を
出
す
旨
の
勅
令
が
発

　
　
（
8
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

布
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
月
四
日
に
も
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
人
を
侮
辱
す
る
内
容
を
も
つ
勅
令
が
出
さ
れ
た
。
対
外
政
策

お
よ
び
対
キ
ウ
ス
ト
教
政
策
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
勅
令
は
明
命
期
に
変
わ
ら
ぬ
厳
格
さ
を
も
つ
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ヘ
ン

戦
争
後
の
東
ア
ジ
ア
海
域
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
と
以
下
に
述
べ
る
国
内
事
情
の
た
め
に
、
中
央
政
権
の
禁
教
政
策
の
実
効
性
は
甚
だ
疑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

わ
し
か
っ
た
。
＝
月
四
日
、
紹
治
帝
は
失
意
の
ま
ま
死
去
し
た
と
い
う
。
享
年
四
一
歳
で
あ
っ
た
。

二
　
国
内
の
社
会
不
安
と
紹
治
帝
の
不
人
気

　
本
節
で
は
現
地
在
住
の
宣
教
師
た
ち
と
民
間
に
み
ら
れ
た
紹
治
帝
に
対
す
る
評
価
を
と
り
あ
げ
つ
つ
、
そ
の
統
治
下
の
ベ
ト
ナ
ム
北

部
で
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
を
と
り
ま
く
社
会
情
勢
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
紹

治
帝
の
即
位
直
後
（
一
八
四
一
年
六
月
）
に
記
さ
れ
た
宣
教
師
マ
ッ
ソ
ン
ζ
霧
ω
o
昌
に
よ
る
明
命
帝
と
紹
治
帝
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ

の
評
価
で
あ
る
。

　
明
命
帝
の
死
去
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
状
況
は
良
く
な
っ
た
。
官
人
た
ち
は
お
と
な
し
く
な
り
、
異
教
徒
も
迫
害
を
緩
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
［
中
略
］
　
明
命
帝
を
新
た
な
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
迫
害
し
た
古
代
ロ
ー
マ
皇
帝
の
）
ネ
ロ
と
み
な
す
こ
と
に
つ
い
て
、

私
は
な
に
も
誇
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
明
命
帝
が
苦
し
め
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
臣

民
す
べ
て
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
さ
ら
に
は
、
明
命
帝
は
数
多
の
悪
習
、
と
く
に
飲
酒
と
姦
淫
に
お
ぼ
れ
て
い
た
。
迫
害
者
と
し
て

こ
の
よ
う
な
男
を
得
た
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
名
誉
で
あ
っ
た
。
明
命
帝
は
何
百
も
の
女
性
の
ほ
か
に
男
色
に
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も
耽
溺
し
た
。
恥
と
い
う
も
の
を
全
く
知
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
後
継
者
の
紹
治
帝
が
ど
う
か
彼
を
真
似
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
！
紹
治
帝
に
つ
い
て
は
大
変
悪
く
言
う
者
も
い
る
し
、
反
対
に
良
く
言
う
者
も
い
る
。
そ
れ
は
や
が
て
仕
事
ぶ
り
か
ら
明
ら
か

に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、
父
帝
に
比
べ
て
か
な
り
才
知
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
衆
目
が
一
致
し
て
い
る
。
明
命
帝
は
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

に
い
か
に
命
令
を
下
し
、
お
そ
れ
従
わ
せ
る
か
を
心
得
て
お
り
、
自
ら
の
企
み
を
す
べ
て
実
現
し
て
き
た
男
で
あ
る
。

　
マ
ッ
ソ
ン
の
こ
の
書
簡
に
は
一
〇
年
以
上
に
及
ん
だ
未
曾
有
の
大
弾
圧
を
主
導
し
た
明
命
帝
に
対
し
て
、
無
慈
悲
な
迫
害
者
で
あ
り

不
道
徳
者
と
し
て
糾
弾
す
る
様
子
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
治
指
導
者
と
し
て
の
実
力
を
有

し
て
い
た
と
の
冷
徹
な
評
価
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
有
能
な
」
亡
父
に
比
べ
て
、
紹
治
帝
が
行
政
手
腕
に
お
い
て
劣
っ
て
い
た
と

の
見
方
は
ど
う
や
ら
民
衆
の
間
に
も
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
以
下
は
一
八
四
三
年
に
記
録
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
人
の
司

祭
、
ポ
ー
ル
・
タ
イ
ン
勺
倉
D
巳
弓
『
碧
げ
の
書
簡
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
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前
年
（
一
八
四
二
年
）
は
台
風
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
木
々
が
な
ぎ
倒
さ
れ
、
家
々
は
軒
並
み
崩
壊
し
て
廃
境
と
な
っ
た
。
海

水
が
押
し
寄
せ
た
た
め
、
い
く
つ
か
の
村
で
は
住
民
と
財
産
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
年
は
ペ
ス
ト
が
全
国
で
猛
威
を
振
る
っ

て
お
り
、
犠
牲
者
の
数
は
計
り
知
れ
な
い
。
旱
魑
の
た
め
に
稲
が
駄
目
に
な
っ
た
地
方
や
、
盗
賊
が
荒
ら
し
ま
わ
っ
た
地
方
も
あ

る
。
民
衆
は
異
教
徒
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
至
る
所
で
「
王
に
徳
が
な
い
」
と
不
平
を
こ
ぼ
し
て
い
る
。
も
は
や
誰
も
（
政
府
の
命

令
に
）
従
お
う
と
し
な
い
。
ど
こ
か
で
反
乱
が
起
こ
る
と
皆
が
そ
れ
を
喜
ん
で
、
（
紹
治
帝
の
）
統
治
の
変
わ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

こ
れ
が
す
な
わ
ち
こ
の
国
の
不
幸
な
の
だ
。



　
一
八
四
二
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
は
天
候
不
順
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
に
加
え
て
、
ペ
ス
ト
に
よ
る
被
害
が
北
部
全
域
で
拡
大

　
　
（
2
3
）

を
み
せ
た
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
結
果
、
清
国
政
府
に
よ
る
南
シ
ナ
海
域
の
統
制
が
緩
ん
だ
こ
と
を
背
景
に
、
「
海
匪
」
と
呼
ば
れ
る
中
国

人
を
主
体
と
し
た
海
賊
が
ト
ン
キ
ン
湾
沿
岸
の
地
域
を
度
々
襲
撃
し
た
こ
と
も
農
村
の
荒
廃
に
追
い
う
ち
を
か
砿
姥
。
さ
ら
に
、
こ
の

時
期
は
南
部
メ
コ
ン
デ
ル
タ
一
帯
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
シ
ャ
ム
と
の
戦
闘
が
激
化
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
中
央
に
お

け
る
北
部
の
民
生
へ
の
関
心
は
い
き
お
い
低
下
し
が
ち
で
あ
っ
た
点
も
指
摘
で
き
る
。

紹
治
年
間
を
つ
う
じ
て
旱
魑
、
捏
害
、
暴
風
に
よ
る
被
害
が
と
り
わ
け
深
刻
で
あ
・
た
の
が
ゲ
ア
・
地
方
で
艶
・
先
ほ
ど
述
べ
た

ラ
ピ
エ
ー
ル
艦
隊
の
事
件
直
後
、
ゲ
ア
ン
に
居
住
し
て
い
た
マ
ッ
ソ
ン
は
現
地
住
民
た
ち
の
反
応
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
紹
治
帝
が
フ
ラ
ン
ス
を
迎
え
撃
つ
準
備
を
し
て
い
る
と
噂
さ
れ
る
が
、
各
地
の
軍
隊
に
は
そ
の
動
き
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
ト

ゥ
ー
ラ
ン
は
驚
く
ほ
ど
の
や
り
方
で
要
塞
化
さ
れ
て
い
る
と
も
聞
く
が
、
誰
も
が
そ
れ
を
嘲
笑
う
だ
け
で
あ
る
。
紹
治
帝
が
完
膚

な
き
ま
で
敗
北
し
た
こ
と
を
異
教
徒
た
ち
は
皆
こ
の
う
え
な
く
喜
ん
で
語
り
合
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
が
戻
っ
て
き
て
務
め
を
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

遂
し
て
く
れ
る
の
を
待
望
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
あ
く
ま
で
宣
教
師
の
視
点
で
語
ら
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
生
ず
る
バ
イ
ア
ス
か
ら
も
免
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
紹
治
帝
が
絶
え
間
な
く
続
く
国
内
の
社
会
不
安
に
対
し
て
何
ら
有
効
な
手
立
て
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、
対
外
的

に
も
フ
ラ
ン
ス
の
干
渉
に
屈
し
続
け
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
・
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
を
問
わ
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部

の
民
衆
の
間
で
衆
望
を
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
グ
エ
ン
・
テ
・
ア
イ
ン
Z
σ
q
ξ
Φ
ロ
日
げ
①
〉
づ
げ
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
こ
の
頃
の
ベ
ト
ナ
ム
で
も
他
の
東
ア
ジ
ア
儒
教
文
化
圏
と
同
じ
よ
う
に
、
天
変
地
異
や
反
乱
の
続
発
と
い
っ
た
社
会
不
安
を
君
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（
2
7
）

主
の
「
不
徳
」
に
帰
す
る
考
え
は
一
般
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
。

　
外
圧
の
た
め
に
禁
教
政
策
が
弛
緩
し
た
こ
と
、
社
会
不
安
の
た
め
に
民
間
で
政
府
に
対
す
る
不
満
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
、
M
E
P
は

じ
め
キ
リ
ス
ト
教
側
に
と
っ
て
教
勢
を
拡
大
す
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
以
下
に
み
て
い
く
よ
う
に
、
本
国
フ
ラ
ン
ス
か
ら

の
物
心
両
面
に
わ
た
る
支
援
を
獲
得
し
た
時
期
と
も
重
な
り
（
第
二
章
）
、
社
会
福
祉
や
教
育
活
動
の
面
で
の
進
展
か
ら
改
宗
者
が
増

大
す
る
か
た
ち
で
如
実
に
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
第
三
章
）
。
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H

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宣
教
支
援
団
体

　
周
知
の
と
お
り
一
九
世
紀
と
は
世
界
史
的
に
み
る
と
産
業
革
命
を
経
た
欧
米
の
国
民
国
家
が
地
球
規
模
で
勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
時
代

で
あ
る
。
帝
国
主
義
や
植
民
地
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
に
表
さ
れ
る
そ
の
広
範
な
影
響
は
政
治
、
経
済
、
軍
事
な
ど
の
活
動
に
留
ま
ら
ず
、

宗
教
の
領
域
に
お
い
て
も
多
大
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
「
教
会
の
長
女
h
已
Φ
巴
急
㊦
匹
①
一
、
ひ
σ
q
房
㊦
」
と
形
容
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
一
九
世
紀
は
ま
さ
に
宣
教
の
世
紀
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
紹
治
期
を
含
む
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
ベ
ト
ナ
ム
で
の
宣
教
事
業
を
推
進
し
た
宣
教
団
体
と
宣
教
支
援
団
体
が
具
体
的
に
い
か
な
る
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
か
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

一
　
パ
リ
外
国
宣
教
会
本
部
（
M
E
P
）

　
一
七
世
紀
の
設
立
以
来
、
M
E
P
は
イ
エ
ズ
ス
会
な
ど
の
既
存
の
修
道
会
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
語
と
す
る
「
在
俗
司
祭

胃
⑪
霞
①
ω
ひ
o
巳
δ
邑
の
宣
教
団
体
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
宣
教
事
業
を
主
導
し
た
。
大
革
命
以
降
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
反
教
権
主
義
運
動
の



激
化
を
受
け
て
一
時
解
散
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
活
動
は
停
滞
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
第
一
帝
政
下
の
復
活
を
経
て
復
古

王
政
期
に
は
主
に
経
済
的
側
面
か
ら
積
極
的
な
組
織
の
建
て
直
し
が
は
か
ら
れ
た
。
一
九
世
紀
中
頃
ま
で
ベ
ト
ナ
ム
で
は
北
部
に
西
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ン
キ
ン
代
牧
区
を
、
南
部
に
コ
ー
チ
シ
ナ
代
牧
区
を
設
置
し
独
占
・
排
他
的
に
管
轄
し
た
。

　
一
八
四
二
年
、
パ
リ
の
本
部
で
は
宣
教
師
ア
ル
ブ
ラ
ン
≧
げ
遷
巳
の
提
案
に
沿
っ
た
一
大
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
司
祭
叙
階
を
経

て
い
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
入
会
資
格
を
大
幅
に
緩
め
、
叙
階
前
の
神
学
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
反

教
権
主
義
下
で
懸
案
と
な
っ
て
い
た
宣
教
師
不
足
は
克
服
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
明
命
末
期
か
ら
紹
治
期
に
か
け
て
極
東
方
面
に
派
遣

さ
れ
た
宣
教
師
の
総
数
を
み
て
み
る
と
、
一
八
四
〇
年
は
六
人
、
一
八
四
一
年
は
六
人
、
一
八
四
四
年
は
一
〇
人
、
一
八
四
五
年
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

二
人
、
一
八
四
六
年
は
一
八
人
、
そ
し
て
一
八
四
七
年
に
は
二
四
人
と
、
わ
ず
か
七
年
で
一
挙
に
四
倍
に
も
増
加
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
期
、
M
E
P
は
政
治
権
力
か
ら
の
支
援
も
得
ら
れ
た
。
さ
き
に
述
べ
た
明
命
使
節
団
が
パ
リ
に
到
来
し
た
折
、
M
E
P
指
導

部
は
ル
イ
．
フ
ィ
リ
ッ
プ
政
権
内
の
実
力
者
ス
ル
ト
ω
o
巳
け
元
帥
に
ベ
ト
ナ
ム
宣
教
の
概
況
（
度
重
な
る
禁
教
令
、
宣
教
師
の
捕
縛
と

殉
教
、
信
者
の
捕
縛
と
追
放
な
ど
）
を
報
告
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
対
ベ
ト
ナ
ム
外
交
政
策
に
影
響
力
を
行
使
す
る
よ
う
願
い
出
た
。
さ
ら

に
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
布
教
聖
省
に
も
明
命
使
節
団
の
来
欧
を
上
申
し
、
教
皇
か
ら
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
と
お
し
て
ベ
ト
ナ
ム
で
の
迫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

害
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
働
き
か
け
た
と
さ
れ
る
。
果
た
し
て
、
使
節
団
は
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
へ
の
謁
見
を
願
い
出
た
が
、
叶
わ
ず
、

む
な
し
く
帰
国
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
「
フ
ラ
ン
ス
の
王
憎
9
号
宰
讐
8
」
で
は
な
く
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
王
「
9
α
Φ
ω
国
茜
9
巴
ω
」
を
称
し
た
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の

政
権
下
で
M
E
P
の
活
動
も
時
代
を
支
配
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
潮
流
と
歩
み
を
共
に
し
た
。
た
と
え
ば
、
以
下
に
掲
げ
る
西
ト
ン

キ
ン
代
牧
区
の
宣
教
師
ジ
ャ
ン
テ
q
雷
暮
9
に
よ
る
書
簡
（
一
八
四
三
年
五
月
八
日
付
、
M
E
P
マ
カ
オ
管
財
所
会
計
係
リ
ボ
ワ

匡
σ
o
冨
神
父
宛
）
に
は
、
フ
エ
で
拘
留
中
の
宣
教
師
五
人
の
救
出
に
向
け
て
ひ
た
す
ら
愛
国
心
に
訴
え
る
こ
と
で
本
国
政
府
の
協
力
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を
あ
お
ぐ
様
子
が
み
て
と
れ
る
。

　
私
た
ち
の
た
め
に
、
あ
な
た
の
雄
弁
さ
と
優
し
い
心
の
す
べ
て
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
、
私
た
ち
の
窮
状
を
救
っ
て
く
れ
そ
う
な
ジ

ャ
ン
ミ
ニ
q
9
・
昌
巨
σ
q
昌
図
氏
や
他
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
官
吏
に
対
し
て
、
祈
り
、
涙
し
、
願
い
出
て
く
だ
さ
い
。
つ
ま
り
、
フ
ラ

ン
ス
人
に
哀
願
し
て
い
る
の
は
他
な
ら
ぬ
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
極
度
の
叫

び
に
無
頓
着
で
い
ら
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
心
を
動
か
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
同
胞
に
助
け
の
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
と
し
て
の
務
め
を
十
分
に
果
た
さ
れ
ま
し
ょ
う
（
後
略
）
。
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前
章
で
み
た
よ
う
に
、
南
シ
ナ
海
沿
岸
を
こ
の
時
期
に
航
行
し
た
フ
ラ
ン
ス
海
軍
の
司
令
官
は
本
国
政
府
の
意
向
に
沿
っ
て
須
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

ベ
ト
ナ
ム
で
捕
縛
さ
れ
た
宣
教
師
の
釈
放
に
動
い
た
。
M
E
P
宣
教
師
に
よ
る
本
国
の
政
治
権
力
に
対
す
る
接
近
は
一
八
世
紀
末
の
ル

イ
一
六
世
に
対
す
る
ピ
ニ
ョ
i
・
ド
・
べ
ー
ヌ
国
讐
＄
o
α
Φ
b
d
ひ
げ
践
o
Φ
以
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
宣
教
師
は
ナ
シ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

ナ
リ
ズ
ム
を
そ
の
行
動
原
理
と
し
て
い
る
点
で
前
代
と
は
明
確
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。

　
他
方
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
で
は
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
Q
話
σ
q
貧
貯
の
一
六
世
（
位
一
八
三
一
－
四
六
年
）
が
M
E
P
の
宣
教
活
動
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訪
）

て
と
み
に
協
調
的
で
あ
っ
た
。
教
皇
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
宣
教
師
、
現
地
人
聖
職
者
・
信
者
の
別
を
問
わ
ず
、
一
九
世
紀
前
半
の
殉
教
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
対
し
て
積
極
的
な
列
福
・
列
聖
の
認
証
を
行
っ
た
。

　
こ
う
し
た
追
い
風
を
受
け
て
、
M
E
P
の
所
管
す
る
代
牧
区
の
数
も
既
存
の
代
牧
区
の
分
割
と
新
た
な
管
轄
域
の
拡
大
に
よ
っ
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

の
時
期
に
著
し
く
増
加
し
た
。
た
と
え
ば
、
中
国
で
は
四
川
代
牧
区
が
四
川
代
牧
区
と
雲
南
代
牧
区
に
、
シ
ャ
ム
で
は
シ
ャ
ム
代
牧
区

が
東
シ
ャ
ム
代
牧
区
と
西
シ
ャ
ム
代
牧
区
に
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
コ
ー
チ
シ
ナ
代
牧
区
が
東
コ
ー
チ
シ
ナ
代
牧
区
と
西
コ
ー
チ
シ
ナ
代
牧



　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

区
に
分
割
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
朝
鮮
と
日
本
、
満
州
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
新
た
な
代
牧
区
の
設
置
も
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

六
世
の
認
可
を
経
て
、
M
E
P
の
管
轄
と
な
る
こ
と
が
次
々
と
決
定
し
た
。

牧野

一一

M
仰
普
及
協
会

　
一
八
二
〇
年
代
以
降
の
M
E
P
の
活
動
を
物
心
両
面
に
わ
た
っ
て
支
え
た
民
間
の
カ
ト
リ
ッ
ク
基
金
団
体
が
「
信
仰
普
及
協
会

〉
ω
ω
o
o
す
餓
o
昌
匹
Φ
「
p
勺
『
o
b
p
σ
q
g
D
け
δ
口
侮
①
ご
国
o
ご
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
一
八
一
六
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
帝
政
が
幕
を
閉
じ
、
ル
イ
一
八
世
に
よ
る
王
政
復
古
を
受
け
て
、
M
E
P
幹
部
の
シ
ョ
ー
モ
ン

O
げ
碧
ヨ
o
馨
は
亡
命
先
の
ロ
ン
ド
ン
か
ら
パ
リ
に
帰
還
し
た
。
お
り
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
財
政
難
を
克
服
す
る
た
め
に
、
彼
は
M

E
P
の
各
宣
教
団
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
宣
教
報
告
書
を
出
版
し
、
民
間
か
ら
の
基
金
を
仰
ぐ
構
想
を
打
ち
立
て
た
。
同
じ
く
代
表
の
一
人

で
か
つ
て
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
の
宣
教
師
と
し
て
宣
教
活
動
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
ラ
ン
グ
ロ
ワ
い
9
ロ
σ
q
巨
ω
の
尽
力
も
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

の
年
よ
り
週
に
一
度
信
者
か
ら
施
さ
れ
る
喜
捨
が
M
E
P
へ
届
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、
北
米
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
は
資
金
難
に
陥
っ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
デ
ュ
ブ
ー
ル

U
旨
o
弩
σ
q
司
教
は
イ
タ
リ
ア
人
の
イ
ン
グ
レ
ー
ジ
H
口
σ
q
δ
臨
神
父
を
フ
ラ
ン
ス
に
派
遣
し
、
海
外
宣
教
の
た
あ
の
恒
常
的
支
援
団
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

を
リ
ヨ
ン
市
近
住
の
信
者
を
中
心
と
し
て
組
織
す
る
よ
う
依
頼
し
た
。
そ
の
働
き
か
け
は
功
を
奏
し
、
有
力
信
者
の
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
プ

テ
ィ
・
ド
・
ム
ル
ヴ
ィ
ル
∪
窪
震
℃
Φ
鼻
匹
①
ζ
Φ
仁
辱
筥
①
ら
が
中
心
と
な
り
、
信
徒
会
の
メ
ン
バ
ー
が
す
み
や
か
に
招
集
さ
れ
た
。

一
八
二
二
年
五
月
三
日
、
北
米
の
み
な
ら
ず
世
界
規
模
で
の
海
外
宣
教
を
支
援
す
る
基
金
団
体
が
こ
こ
に
誕
生
し
た
。
こ
れ
が
「
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

普
及
協
会
」
（
以
下
「
協
会
」
と
略
記
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
シ
ョ
ー
モ
ン
と
ラ
ン
グ
ロ
ワ
に
よ
る
基
金
構
想
は
こ
の
協
会
の
活
動
に
収
束
し
、
事
業
は
瞬
く
間
に
成
果
を
あ
げ
は
じ
め
た
。
協
会
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の
集
金
額
は
上
昇
の
一
途
を
辿
り
、
一
八
二
二
年
に
は
ニ
ニ
九
一
五
フ
ラ
ン
、
一
八
二
九
年
に
は
三
〇
〇
六
五
九
フ
ラ
ン
、
一
八
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

年
に
は
二
四
七
三
五
七
八
フ
ラ
ン
、
そ
し
て
一
八
四
六
年
に
は
三
二
三
三
四
八
六
フ
ラ
ン
に
上
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
M
E
P
へ
の
送
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

は
一
八
三
三
年
に
三
一
万
三
千
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
が
、
一
八
四
五
年
に
は
三
〇
〇
万
フ
ラ
ン
に
達
し
て
い
る
。
協
会
に
よ
る
募
金
の
ほ

と
ん
ど
が
M
E
P
の
宣
教
活
動
へ
の
支
援
に
向
け
ら
れ
、
毎
年
の
送
金
額
も
一
〇
年
余
り
を
経
て
お
よ
そ
一
〇
倍
の
伸
び
を
示
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
協
会
か
ら
の
力
強
い
経
済
的
支
援
を
得
て
、
M
E
P
は
ア
ル
ブ
ラ
ン
の
改
革
以
降
に
一
挙
に
増
加
し
た
宣
教
師
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

生
活
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
M
E
P
に
よ
る
宣
教
師
の
派
遣
数
を
み
て
み
る
と
、
一
八
二
二
年
の
協
会
創
設
か
ら
一
八
五
〇
年
代

初
め
ま
で
の
わ
ず
か
三
〇
年
間
で
、
そ
の
総
数
は
M
E
P
が
最
初
の
宣
教
師
を
海
外
へ
送
り
だ
し
た
一
六
六
〇
年
か
ら
一
八
二
二
年
に

い
た
る
ま
で
の
一
六
〇
年
間
に
お
け
る
総
数
の
二
八
九
人
に
早
く
も
到
達
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
八
五
三
年
か
ら
一
八
八
三
年
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

に
は
の
べ
総
数
で
九
〇
九
人
の
宣
教
師
が
極
東
へ
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
年
平
均
で
三
〇
人
が
宣
教
地
に
出
発
し
た
計
算
と
な
る
。

　
協
会
の
主
要
財
源
は
年
六
回
出
版
さ
れ
る
小
冊
子
を
ま
と
め
た
『
信
仰
普
及
年
報
』
（
以
下
、
『
年
報
』
と
略
記
す
る
）
の
売
上
益
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
小
教
区
の
信
者
は
一
週
間
に
つ
き
五
サ
ン
チ
ー
ム
8
口
鉱
ヨ
①
ω
（
年
間
二
・
六
〇
フ
ラ
ン
）
の
購
読
料
と
い

う
名
の
喜
捨
を
支
払
い
、
日
々
の
祈
り
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
協
会
の
現
地
組
織
の
構
成
員
と
な
っ
た
。
各
組
織
の
リ
ー
ダ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

は
新
た
な
メ
ン
バ
ー
の
募
集
と
退
会
し
た
メ
ン
バ
ー
の
穴
埋
め
を
す
る
責
任
を
負
う
決
ま
り
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
リ
ー
ダ
ー
に
は
一

区
あ
た
り
一
〇
人
の
募
金
を
回
収
す
る
「
十
人
長
象
N
既
巳
震
」
と
、
さ
ら
に
一
〇
区
か
ら
上
っ
て
く
る
募
金
を
取
り
ま
と
あ
る
「
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

人
長
8
つ
8
巳
曾
」
が
い
た
。
一
人
当
た
り
の
負
担
額
が
僅
少
で
あ
っ
た
こ
と
が
利
点
と
な
り
、
購
読
者
は
年
々
増
加
し
た
。

　
『
年
報
』
の
出
版
を
と
お
し
て
協
会
の
収
益
が
増
大
し
た
の
は
一
八
三
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
世
界
各
地
に
散
ら
ば
る
宣
教
師
か
ら

の
書
簡
報
告
が
『
年
報
』
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
協
会
へ
の
感
謝
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
「
浄
財
」
が
実
際
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（
5
2
）

に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
が
読
者
の
間
に
も
次
第
に
実
感
さ
れ
は
じ
め
た
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
明
命
帝
政
府
の
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
が
強
ま
り
、

宣
教
師
や
信
者
の
殉
教
に
つ
い
て
の
報
告
が
増
加
し
た
時
期
に
あ
た
る
。
ま
た
、
読
者
は
こ
う
し
た
弾
圧
の
最
中
に
も
「
異
教
徒
」
に

対
す
る
洗
礼
数
が
増
え
続
け
て
い
る
こ
と
を
『
年
報
』
に
載
る
ヴ
ァ
チ
カ
ン
宛
て
の
年
度
統
計
か
ら
見
て
取
り
、
自
ら
の
貢
献
を
数
字

の
上
で
も
確
認
す
る
・
と
が
で
き
た
。
天
三
〇
年
に
総
計
一
七
万
八
千
部
が
公
熱
姻
・
天
六
〇
年
頃
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
成
人
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

口
の
約
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
『
年
報
』
を
購
読
し
た
と
の
推
算
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
協
会
か
ら
の
援
助
金
は
宣
教
師
の
旅
費
や
生
活
費
の
ほ
か
、
現
地
人
聖
職
者
の
養
成
費
、
教
会
の
新
築
あ
る
い
は
改
築
費
、
学
校
・

女
子
修
道
院
の
建
設
費
、
宗
教
書
・
暦
な
ど
の
印
刷
費
、
非
信
者
の
瀕
死
の
子
供
に
対
す
る
洗
礼
に
か
か
る
費
用
、
非
信
者
に
売
ら
れ

た
信
者
の
子
供
の
買
戻
し
費
用
、
聖
職
者
や
信
者
の
捕
縛
に
対
す
る
身
代
金
の
支
払
い
費
用
な
ど
に
充
て
ら
鶏
・
ま
た
・
宣
教
先
で

非
信
者
の
強
制
す
る
「
迷
信
的
」
と
さ
れ
る
祖
先
崇
拝
や
村
糞
祀
な
ど
の
複
礼
を
免
れ
る
た
め
の
詮
・
信
者
の
み
か
ら
な
る
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

落
の
新
規
建
設
の
た
め
の
土
地
の
購
入
費
用
な
ど
、
協
会
か
ら
の
資
金
援
助
は
幅
広
い
場
面
で
活
用
さ
れ
た
。

　
『
年
報
』
が
M
E
P
に
も
た
ら
し
た
恩
恵
は
経
済
的
領
域
に
留
ま
ら
な
い
。
『
年
報
』
の
主
な
購
読
者
層
は
大
革
命
後
の
反
教
権
主
義

運
動
の
流
れ
に
対
抗
し
て
、
互
い
に
信
仰
心
を
高
め
あ
っ
た
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
。
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
は
工
業

化
と
都
市
へ
の
人
口
集
中
が
急
速
に
進
行
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
名
望
家
は
労
働
者
の
モ
ラ
ル
低
下
が
も
た
ら
す
社
会
不
安
に
強
い
危
機

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

感
を
抱
き
は
じ
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
大
革
命
の
反
動
と
し
て
復
古
的
伝
統
主
義
の
風
潮
も
生
ま
れ
、
文
学
界
で
は
シ
ャ
ト
ー
ブ

リ
ア
ン
O
げ
讐
＄
呂
二
碧
α
を
は
じ
あ
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
王
党
派
文
学
が
勢
い
を
も
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。
『
年
報
』
の
読
者
の
間

に
は
「
殉
教
主
義
ヨ
9
。
詳
饗
δ
ヨ
」
と
も
呼
べ
る
精
神
的
高
揚
が
み
ら
れ
た
。
M
E
P
の
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
兼
宗
教
史
家
の
ゲ
ヌ

Ω
β
Φ
目
o
仁
゜
。
は
「
『
年
報
』
が
殉
教
者
の
戦
い
と
勝
利
を
語
る
こ
と
で
、
た
と
え
、
ひ
と
り
の
宣
教
師
が
虐
殺
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

○
人
の
新
た
な
志
願
者
が
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
『
年
報
』
は
M
E
P
の
宣
教
師
志
願
者
の
増
加
に
お
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い
て
経
済
的
側
面
の
み
な
ら
ず
精
神
的
側
面
か
ら
も
大
き
な
支
援
を
果
た
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
　
聖
嬰
会

　
紹
治
期
、
M
E
P
の
宣
教
事
業
に
お
い
て
信
仰
普
及
協
会
と
並
ん
で
重
要
な
貢
献
を
果
た
し
た
の
が
「
聖
嬰
会
臼
β
謹
①
号
冨

　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

ω
既
暮
Φ
国
昌
匿
琴
①
」
で
あ
る
。
信
仰
普
及
協
会
の
事
業
を
範
に
、
フ
ラ
ン
ス
東
部
の
ナ
ン
シ
ー
市
の
司
教
で
あ
っ
た
ド
．
フ
ォ
ル
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

ン
ー
ー
ジ
ャ
ン
ソ
ン
∪
①
閃
o
憎
甑
ロ
点
磐
ω
8
が
一
八
四
三
年
に
結
成
し
た
。
当
初
は
中
国
の
貧
困
層
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
中
絶
や

嬰
児
殺
し
の
慣
習
を
止
め
さ
せ
、
フ
ラ
ン
ス
全
国
の
子
供
を
も
つ
家
庭
が
募
金
を
と
お
し
て
中
国
の
孤
児
の
救
済
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
組
織
で
あ
っ
た
。

　
聖
嬰
会
で
は
協
会
と
同
じ
よ
う
に
『
年
報
』
を
出
版
し
、
M
E
P
を
は
じ
め
と
す
る
海
外
宣
教
団
体
に
継
続
的
な
資
金
援
助
を
行
っ

た
。
聖
嬰
会
の
も
と
に
集
ま
っ
た
募
金
総
額
は
一
八
五
一
年
に
約
二
五
万
フ
ラ
ン
、
一
八
六
九
年
に
は
約
二
〇
〇
万
フ
ラ
ン
に
達
し
て

施
・
一
九
世
紀
中
叢
降
の
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
虐
旦
教
妻
に
お
い
て
協
会
に
次
ぐ
大
・
の
送
金
元
で
あ
・
た
。
聖
嬰
会
の
『
年
報
』

の
読
者
は
ヨ
！
ロ
ッ
パ
か
ら
北
米
に
渡
っ
て
お
り
、
そ
の
送
金
先
は
中
国
に
限
ら
ず
、
イ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
、
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
を
は

じ
め
と
す
る
東
南
ア
ジ
ア
一
帯
に
広
が
っ
て
い
た
。

　
聖
嬰
会
の
組
織
と
中
国
に
お
け
る
具
体
的
活
動
に
つ
い
て
は
先
頃
、
ヘ
ン
リ
エ
ッ
タ
・
ハ
リ
ソ
ン
団
窪
託
9
＄
類
鴛
匡
ω
8
が
史
料

分
析
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
そ
の
概
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
聖
嬰
会
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

と
ん
ど
先
行
研
究
も
な
く
そ
の
実
態
は
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
中
国
の
ケ
ー
ス
と
同
様
、
同
会
の
ベ
ト
ナ
ム
宣
教
事
業
に
お
け
る
役

割
に
つ
い
て
も
全
体
像
を
解
明
す
る
に
は
活
動
が
活
発
化
す
る
一
八
六
〇
年
代
以
降
の
事
象
を
分
析
し
、
別
稿
を
立
て
る
必
要
が
あ
る

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
紹
治
期
を
対
象
と
す
る
本
稿
で
は
以
下
に
引
用
す
る
一
八
四
五
年
七
月
付
の
ル
ト
ー
ル
司
教
に
よ
る
聖
嬰
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会
本
部
宛
の
書
簡
か
ら
そ
の
初
期
の
主
な
活
動
を
推
測
す
る
に
留
め
た
い
。

ば
か
り
の
資
金
は
い
か
な
る
用
途
に
用
い
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

紹
治
期
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
お
い
て
聖
嬰
会
か
ら
届
い
た

牧野

（
前
略
）
我
々
は
あ
な
た
方
か
ら
の
援
助
を
以
下
の
よ
う
に
運
用
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

一、

ﾙ
教
徒
の
瀕
死
の
子
供
た
ち
に
洗
礼
を
施
す
こ
と
に
従
事
し
て
い
る
者
た
ち
に
対
し
て
日
々
の
糧
と
褒
美
を
与
え
ま
す
。
こ

　
の
事
業
が
よ
り
安
定
的
に
広
が
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
専
門
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
組
織
を
作
っ
て
支
え
て
ゆ
く
つ
も
り
で
す
。

二
、
信
者
．
非
信
者
を
問
わ
ず
、
七
歳
未
満
の
孤
児
あ
る
い
は
貧
し
い
幼
児
を
受
け
い
れ
る
た
め
の
施
設
を
つ
く
る
予
定
で
す
。

三
、
　
六
－
七
歳
か
ら
一
八
－
二
〇
歳
ま
で
の
女
子
の
た
め
の
施
設
を
別
に
建
て
る
こ
と
に
し
ま
す
。

四
、
こ
れ
と
同
じ
く
ら
い
の
年
齢
層
の
男
子
の
た
め
の
施
設
を
同
様
に
建
て
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
国
の
慣
習
に
鑑
み
て

　
二
つ
の
施
設
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
分
け
て
つ
く
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

五
、
最
後
に
、
援
助
の
一
部
は
子
供
た
ち
に
文
字
を
教
え
る
教
員
の
報
酬
に
充
て
、
子
供
た
ち
の
全
員
あ
る
い
は
一
部
を
養
育
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
る
た
め
に
用
い
た
い
と
思
い
ま
す
（
後
略
）
。

　
以
上
、
五
項
目
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
る
が
、
聖
嬰
会
の
援
助
が
い
ず
れ
も
幼
児
洗
礼
、
孤
児
救
済
、
幼
年
教
育
な
ど
子
供
の
成
育
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

関
す
る
事
柄
に
充
当
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
。

　
聖
嬰
会
に
よ
る
支
援
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
に
お
け
る
幼
児
洗
礼
数
は
急
激
に
拡
大
し
た
。
異
教
徒
の
、
と
く
に

瀕
死
の
幼
児
に
対
す
る
洗
礼
数
は
一
八
四
五
年
で
六
二
五
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
紹
治
末
年
か
ら
嗣
徳
初
年
の
時
期
（
一
八
四
六
年
か
ら

一
八
四
九
年
）
に
か
け
て
は
二
八
〇
一
八
人
と
急
増
し
、
コ
レ
ラ
と
飢
謹
の
被
害
が
拡
大
し
た
一
八
五
〇
年
は
一
年
間
で
一
二
七
六
九
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（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

人
に
達
し
て
い
る
。
ハ
リ
ソ
ン
が
中
国
で
の
事
例
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
で
も
幼
児
洗
礼
は
主
に
女
性
信
者
、
修
道
女
、
医

師
な
ど
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
死
に
際
の
乳
幼
児
は
治
療
を
施
さ
れ
な
が
ら
同
時
に
洗
礼
を
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
は
貧
困
層
に
お
い
て
子
供
を
養
え
な
く
な
る
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
子
供
の
売
り
買
い
が
親
の
同
意
を
得
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

ば
し
ば
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
宣
教
師
や
現
地
人
聖
職
者
の
仲
介
を
得
て
引
き
取
ら
れ
る
こ
う
し
た
子
供
た
ち
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の

下
で
養
子
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
か
、
「
神
の
家
ζ
g
・
尻
8
α
Φ
∪
δ
¢
」
と
よ
ば
れ
る
各
教
区
の
教
会
付
属
施
設
で
他
の
大
勢
の
孤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

児
た
ち
と
集
団
生
活
を
営
み
な
が
ら
必
要
な
教
育
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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皿
　
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
拡
大

一
　
宣
教
事
情
”
医
療
と
教
育

　
フ
ラ
ン
ス
本
国
か
ら
の
潤
沢
な
資
金
を
得
て
、
M
E
P
は
社
会
福
祉
や
教
育
活
動
に
と
り
わ
け
力
を
注
い
だ
。
内
憂
外
患
に
悩
ま
さ

れ
る
紹
治
帝
政
府
に
民
生
を
か
え
り
み
る
余
裕
は
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
民
衆
の
間
で
は
貧
困
層
を
中
心
に
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す

る
者
が
徐
々
に
現
れ
始
め
た
。

　
さ
き
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
で
は
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
伝
染
病
が
度
々
猛
威
を
ふ
る
っ
た
。
し
か

し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
は
非
カ
ト
リ
ッ
ク
住
民
に
比
べ
る
と
被
害
が
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
一
八
四
三
年
の
ル
ト
ー
ル
司
教
に
よ

る
報
告
で
は
ゲ
ア
ン
地
方
を
は
じ
あ
各
地
域
で
ペ
ス
ト
の
被
害
が
拡
大
す
る
な
か
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
は
救
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

信
者
が
混
住
す
る
集
落
で
も
信
者
の
み
が
生
き
残
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
と
い
う
。
各
教
区
を
巡
回
す
る
現
地
人
司
祭
や
カ
テ

キ
ス
タ
で
医
薬
の
知
識
を
も
つ
者
や
修
道
女
な
ど
が
手
が
け
た
民
間
治
療
の
効
能
が
発
揮
さ
れ
、
保
健
衛
生
面
で
の
注
意
喚
起
が
な
さ



れ
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
。

　
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
伝
染
病
予
防
も
試
み
ら
れ
た
。
｝
八
四
四
年
、
ル
ト
ー
ル
司
教
は
マ
カ
オ
の
M
E
P
管
財
所
に
天
然
痘
防
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

の
た
め
の
ワ
ク
チ
ン
を
注
文
し
、
接
種
方
法
に
つ
い
て
も
詳
細
を
尋
ね
た
。
一
八
四
五
年
の
一
〇
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、
ル
ト
ー

ル
司
教
の
依
頼
に
応
じ
て
宣
教
師
カ
ス
テ
ク
ス
O
器
8
×
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
将
来
し
た
ワ
ク
チ
ン
が
紅
河
デ
ル
タ
の
ホ
ア
ン
グ
エ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

団
0
9
づ
σ
q
Z
σ
q
ξ
8
の
カ
ト
リ
ッ
ク
集
落
で
初
め
て
使
用
さ
れ
、
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
全
域
で
の
普
及
が
目
指
さ
れ
た
。
司
教
は
、

「
子
供
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
さ
せ
る
た
め
親
が
毎
日
大
勢
押
し
か
け
て
く
る
。
医
者
だ
け
で
な
く
カ
テ
キ
ス
タ
や
司
祭
に
も
ワ
ク
チ
ン

を
さ
せ
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
」
と
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
死
亡
し
た
子
供
の
半
数
が
天
然
痘
に
罹
患
し
て
い
た
と
さ
れ
、
ワ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

チ
ン
の
導
入
を
契
機
に
年
間
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
新
た
な
改
宗
者
が
見
込
ま
れ
た
。

　
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
政
策
の
弛
緩
に
乗
じ
て
、
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
内
の
各
教
区
で
は
現
地
人
聖
職
者
の
養
成
に
向
け
て
の
教
育
活
動

も
再
開
し
た
。
一
八
四
六
年
の
ル
ト
ー
ル
司
教
の
報
告
に
は
代
牧
区
内
に
全
部
で
八
箇
所
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
を
確
認
で
き
る
。
ケ
ノ
ン

内
Φ
Z
o
昌
、
ラ
ン
ゾ
ア
ン
『
餌
5
σ
q
U
o
g
。
ロ
、
バ
イ
ヴ
ァ
ン
b
σ
巴
く
曽
昌
σ
q
、
ホ
ア
ン
グ
エ
ン
、
ケ
ル
オ
ン
訳
①
い
仁
o
ロ
σ
q
、
ケ
ラ
国
⑩
じ
p
、

チ
ャ
ン
ヌ
ア
、
ヴ
ィ
ン
チ
く
ぎ
『
弓
置
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
に
は
ラ
テ
ン
語
を
学
ぶ
学
生
が
総
勢
で
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

六
人
い
た
ほ
か
、
現
地
人
司
祭
の
も
と
で
漢
字
・
字
哺
の
読
み
書
き
を
学
ぶ
者
が
い
た
。
ち
な
み
に
、
チ
ャ
ン
ヌ
ア
（
ゲ
ア
ン
）
と
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

イ
ン
チ
（
ナ
ム
デ
ィ
ン
）
を
除
く
六
つ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
は
す
べ
て
ハ
ノ
イ
周
辺
に
位
置
し
て
い
る
。
明
命
期
の
大
弾
圧
を
経
て
、
西
ト

ン
キ
ン
代
牧
区
の
宣
教
活
動
の
中
心
地
が
壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
ナ
ム
デ
ィ
ン
地
方
か
ら
北
部
の
政
治
経
済
の
中
心
地
で
あ
る
ハ
ノ
イ

地
方
へ
と
移
行
し
た
こ
と
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
み
て
と
れ
る
。

牧野朝紹治期ベトナム北部におけるキリスト教宣教をめぐる諸相107



一一

?
g
ン
キ
ン
代
牧
区
の
分
立

　
一
八
四
二
年
二
月
六
日
、
ル
ト
ー
ル
司
教
は
代
牧
区
の
次
代
を
担
う
宣
教
師
と
し
て
ゴ
テ
ィ
エ
を
協
働
司
教
8
巴
甘
8
霞
に
聖
別

し
、
七
月
に
は
本
人
の
代
牧
司
教
就
任
以
来
一
一
人
目
と
な
る
現
地
人
の
司
祭
を
叙
階
し
た
。
ゴ
テ
ィ
エ
協
働
司
教
も
同
年
に
二
人
の

現
地
人
司
祭
を
叙
階
し
た
こ
と
で
、
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
内
の
現
地
人
司
祭
の
数
は
明
命
帝
政
府
の
弾
圧
前
に
く
ら
べ
て
一
人
少
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

だ
け
と
な
り
、
ほ
ぼ
元
の
水
準
を
回
復
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
四
年
後
の
一
八
四
六
年
一
月
時
点
で
は
代
牧
区
内
に
宣
教
師
八
人
、
現
地
人
司
祭
七
八
人
、
助
祭
四
人
、
副
助
祭
四
人
、

侍
祭
九
人
、
剃
髪
者
四
人
、
神
学
生
二
三
人
、
ラ
テ
ン
語
学
生
一
四
〇
人
、
カ
テ
キ
ス
タ
学
生
一
五
〇
人
、
「
神
の
家
」
の
学
生
兼
使

用
人
四
二
五
人
が
確
認
さ
れ
る
。
ほ
か
に
二
九
箇
所
に
設
置
さ
れ
る
女
子
修
道
院
に
六
〇
〇
人
の
修
道
女
が
所
属
し
て
い
た
。
代
牧
区

は
全
部
で
四
八
の
小
教
区
唱
興
o
一
ω
ω
①
に
下
位
分
割
さ
れ
、
小
教
区
の
下
に
は
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
テ
魯
み
け
δ
暮
ひ
と
よ
ば
れ
る
＝
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

の
集
落
が
あ
り
、
一
七
七
三
七
八
人
の
信
者
が
居
住
し
た
と
記
録
さ
れ
る
。

　
本
国
か
ら
大
量
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
資
金
援
助
を
背
景
に
M
E
P
か
ら
派
遣
さ
れ
る
宣
教
師
が
急
増
し
た
と
は
い
え
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部

か
ら
北
中
部
に
か
け
て
の
広
大
な
地
域
に
分
布
す
る
信
者
と
現
地
入
聖
職
者
の
増
加
は
そ
れ
を
さ
ら
に
上
回
る
ペ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
ま
た
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
明
命
期
の
大
弾
圧
を
経
て
紹
治
期
に
入
る
と
、
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
の
活
動
域
は
ナ
ム
デ
ィ

ン
か
ら
北
方
の
ハ
ノ
イ
方
面
へ
と
重
心
が
移
り
、
代
牧
区
の
南
半
分
を
占
め
る
ゲ
ア
ン
・
ハ
テ
ィ
ン
地
方
と
の
間
で
は
移
動
が
困
難
な

状
態
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
改
善
を
訴
え
る
ル
ト
ー
ル
司
教
の
請
願
に
応
じ
る
形
で
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
六
世
は
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

二
つ
の
代
牧
区
に
分
割
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
。
一
八
四
六
年
三
月
二
七
日
、
南
部
の
ゲ
ア
ン
地
方
以
南
を
一
代
牧
区
と
し
て
分
立
さ

せ
る
旨
の
教
勅
が
発
令
さ
れ
、
翌
一
八
四
七
年
一
月
に
ゴ
テ
ィ
エ
協
働
司
教
を
代
牧
司
教
と
す
る
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
が
正
式
に
発
足
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（
8
0
）

す
る
に
至
っ
た
。
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
の
分
立
に
と
も
な
い
、
旧
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
か
ら
は
九
つ
の
地
方
の
う
ち
三
つ
の
地
方
が
、

一
〇
人
の
宣
教
師
の
う
ち
五
人
が
、
九
一
人
の
現
地
人
司
祭
の
う
ち
三
〇
人
が
、
約
一
八
万
五
千
人
の
信
者
の
う
ち
六
万
四
千
人
が
移

・
蝿
。
・
の
考
に
新
立
の
南
・
・
キ
・
代
牧
区
は
分
離
後
の
西
・
・
キ
・
代
牧
区
の
お
よ
そ
券
の
規
模
で
ス
タ
ー
L
解
囎

三
　
ゲ
ア
ン
の
官
人
た
ち

　
ゲ
ア
ン
地
方
に
お
け
る
代
牧
区
分
立
の
背
景
を
考
察
す
る
に
は
さ
ら
に
別
の
地
域
的
特
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
同
地
方

で
は
歴
代
王
朝
・
歴
代
政
権
の
対
キ
リ
ス
ト
教
政
策
を
め
ぐ
り
、
地
方
官
と
教
会
勢
力
と
の
間
に
特
殊
な
関
係
が
存
在
し
た
。
す
な
わ

ち
、
中
央
で
禁
教
令
の
発
布
を
と
も
な
う
弾
圧
政
策
が
発
動
さ
れ
る
と
、
弾
圧
が
遂
行
さ
れ
被
害
が
拡
大
し
た
紅
河
デ
ル
タ
の
諸
地
方

に
対
し
て
、
ゲ
ア
ン
で
は
在
任
の
地
方
官
が
独
断
で
禁
教
令
を
空
文
化
し
、
宣
教
師
や
信
者
を
積
極
的
に
保
護
す
る
現
象
が
み
ら
れ
た
。

さ
き
に
筆
者
は
そ
れ
が
｝
七
世
紀
の
黎
朝
鄭
氏
政
権
の
頃
か
ら
一
八
世
紀
末
の
西
山
政
権
期
に
至
る
ま
で
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
本
誌

　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

八
号
に
お
い
て
発
表
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
院
朝
明
命
政
権
の
大
弾
圧
下
に
も
同
様
の
事
態
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
口
頭
発
表
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

紹
治
帝
治
下
、
ゲ
ア
・
地
方
の
官
人
た
ち
は
・
れ
ま
で
以
上
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
干
渉
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
か
・
．
煙
』
八
四
二
年

六
月
、
ゲ
ア
ン
に
居
す
る
マ
ッ
ソ
ン
は
現
地
で
非
信
者
や
官
人
に
よ
る
目
立
っ
た
迫
害
が
な
く
、
明
命
弾
圧
前
の
平
穏
な
状
態
が
復
活

し
た
こ
と
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
い
る
混
住
集
落
へ
の
訪
問
を
再
開
し
、
未
踏
の
集
落
に
も
カ
テ
キ
ス
タ
を
派
遣
し
た
こ
と
等
を
報
告

（
8
6
）

す
る
。
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一
八
四
七
年
初
頭
、
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
の
初
代
代
牧
と
な
っ
た
ゴ
テ
ィ
エ
司
教
は
代
牧
区
内
の
諸
宗
教
施
設
の
整
備
に
あ
た
っ
て
、
鞠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
院

地
元
の
官
人
た
ち
か
ら
黙
認
を
得
る
た
め
に
同
僚
宣
教
師
の
マ
ッ
ソ
ン
と
と
も
に
工
作
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
証
言
し

て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
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（
前
略
）
我
々
の
居
る
ゲ
ア
ン
で
は
住
民
の
暮
ら
し
に
せ
よ
宗
教
の
問
題
に
せ
よ
、
相
変
わ
ら
ず
平
穏
な
ま
ま
で
あ
る
。
ど
こ
へ

で
も
秘
蹟
を
施
し
に
赴
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
官
人
た
ち
の
た
め
に
我
々
が
不
安
を
抱
く
よ
う
な
こ
と
は
も
は
や
全
く
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
マ
ッ
ソ
ン
氏
と
私
は
セ
ミ
ネ
ー
ル
、
カ
テ
ド
ラ
ル
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
、
司
教
座
な
ど
か
ら
な
る
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
建
設
す
る
た
め
に
、
土
地
を
買
収
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
金
銭
を
介
し
て
官
人
た
ち
の
協
力
を
求
め
な

　
　
　
　
　
（
8
7
）

く
て
は
な
ら
な
い
。

東洋文化研究11号

　
同
年
、
ラ
ピ
エ
ー
ル
艦
隊
に
敗
北
し
た
直
後
、
紹
治
帝
に
よ
る
厳
し
い
内
容
を
含
む
禁
教
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
第
一
章
で
述
べ
た

と
お
り
だ
が
、
ゲ
ア
ン
で
は
官
人
た
ち
の
「
作
為
」
に
よ
り
公
布
が
著
し
く
遅
れ
た
。
彼
ら
の
な
か
に
は
公
布
後
も
禁
教
令
を
通
達
し

な
い
者
も
い
た
し
、
所
管
で
の
取
締
り
を
全
く
放
置
し
た
者
も
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
は
こ
の
禁
教
令
が
「
フ
ラ
ン
ス
に
負
け
た
紹
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
。
り
）

帝
と
宮
廷
の
側
近
ら
が
自
分
た
ち
の
恥
を
隠
す
た
め
に
出
し
た
の
だ
」
と
さ
え
述
べ
る
官
人
も
い
た
と
さ
れ
る
。

　
そ
の
後
、
嗣
徳
期
に
入
っ
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
ゲ
ア
ン
地
方
で
は
ゴ
テ
ィ
エ
司
教
の
強
力
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
下
で
、
フ
ラ
ン
ス

か
ら
届
く
豊
富
な
資
金
を
運
用
し
つ
つ
、
地
元
官
人
の
「
協
力
」
を
得
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
み
か
ら
な
る
新
た
な
カ
ト
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

ク
集
落
の
建
設
と
そ
れ
に
伴
う
教
区
の
新
規
設
立
が
相
次
い
だ
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
院
朝
紹
治
期
が
、
一
九
世
紀
後
半
の
ベ
ト
ナ
ム
北
中
部
に
お
け
る
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
「
南
ト
ン



キ
ン
代
牧
区
」
誕
生
に
向
け
て
の
胎
動
期
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
史
上
に
重
要
な
意
義
づ
け
を
付
与
で
き
る
一
時
代
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

　
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
緊
迫
す
る
国
際
情
勢
を
反
映
し
た
院
朝
の
禁
教
政
策
の
軟
化
、
紹
治
帝
政
府
に
対
す
る
衆
望
の
欠
如
、
天
災
や
疫

病
な
ど
の
相
次
ぐ
社
会
不
安
は
、
全
く
の
同
時
期
に
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
官
民
双
方
か
ら
物
心
両
面
に
わ
た
る
支
援
を
獲
得
し
た
パ
リ
外

国
宣
教
会
に
と
っ
て
宣
教
拡
大
の
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
。

　
と
く
に
同
会
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
宣
教
事
業
の
中
心
で
あ
っ
た
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
で
は
医
療
や
教
育
分
野
で
の
積
極
的
活
動
を

と
お
し
て
そ
の
勢
力
を
拡
大
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
宣
教
師
、
現
地
人
聖
職
者
、
一
般
信
者
が
急
増
し
た
こ
と
を
受
け

て
新
た
な
代
牧
区
の
分
立
が
促
さ
れ
た
。
明
命
期
の
大
弾
圧
を
ほ
と
ん
ど
無
傷
で
経
て
代
牧
区
内
で
自
律
的
傾
向
を
強
め
て
い
た
ゲ
ア

ン
地
方
は
か
よ
う
な
状
況
下
で
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
と
し
て
新
た
に
分
離
独
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
紹
治
期
に
続
く
嗣
徳
期
以
降
も
ゲ
ア
ン
地
方
の
キ
リ
ス
ト
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
の
中
核
と
し
て
純
化
型
集
落
や

小
教
区
の
新
規
設
立
を
伴
い
な
が
ら
次
々
に
拡
大
と
増
殖
を
続
け
た
。

　
し
か
る
に
一
九
世
紀
後
半
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
植
民
地
化
が
加
速
す
る
な
か
で
、
こ
の
地
は
フ
ラ
ン
ス
と
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
を
主
た

る
攻
撃
対
象
と
す
る
在
郷
儒
家
た
ち
に
よ
る
「
文
紳
の
乱
」
や
「
勤
王
運
動
」
の
表
舞
台
と
も
な
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
フ
ァ

ン
・
ボ
イ
・
チ
ャ
ウ
℃
げ
讐
O
U
g
O
げ
匿
や
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
出
o
O
臣
ζ
ぎ
げ
と
い
っ
た
今
日
も
知
ら
れ
る
代
表
的
革
命
家
を
多
数

輩
出
し
た
。
ゲ
ア
ン
は
近
代
ベ
ト
ナ
ム
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
揺
藍
の
地
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
化
の
前
夜
、
こ
の
よ
う
に
ゲ
ア
ン
地
方
に
お
い
て
特
徴
的
に
み
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
の
伸
張
と
民
族
主
義
運

動
の
展
開
に
つ
い
て
相
互
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
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注
（
1
）
　
院
朝
独
立
期
の
政
治
社
会
史
の
分
野
で
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
研

　
　
究
文
献
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
比
較
的
入
手
し
や
す
い
も
の

　
　
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。
≧
Φ
×
p
巳
興
ω
゜
≦
o
＆
°
・
己
ρ

　
　
＜
器
S
Q
ミ
貸
嵩
織
ミ
Φ
O
ミ
竃
゜
。
㊥
§
魯
黛
卜
O
o
§
ミ
ミ
軸
竃

　
　
⑦
ミ
号
9
≦
免
欝
Q
ミ
偽
゜
。
⑩
9
き
織
O
討
馬
竃
゜
。
①
Q
o
竃
壽
ミ
§
叶
罫

　
　
ミ
Φ
国
、
象
建
勲
9
ミ
⑩
〉
副
竃
繕
⑲
蕊
詳
O
§
欝
遷
り
＝
輿
く
ゆ
a

　
　
d
巴
く
①
房
詳
団
勺
話
ω
P
一
㊤
゜
。
°
。
”
O
㊤
日
げ
村
乙
σ
q
①
は
明
命
期
を
主
に

　
　
対
象
と
し
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
社
会
に
生
ま
れ
た
小
中
華
王

　
　
朝
の
編
成
過
程
を
描
く
。
一
方
、
嗣
徳
期
を
主
な
対
象
と
す
る

　
　
の
が
坪
井
善
明
『
近
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治
社
会
史
－
院
朝
嗣
徳

　
　
帝
統
治
下
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
一
八
四
七
ー
一
八
八
三
』
、
東
京
大

　
　
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
紹
治
期

　
　
に
生
じ
た
出
来
事
つ
い
て
の
関
心
は
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
て
い
な

　
　
い
。

（
2
）
　
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
指
す
。

　
　
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
本
稿
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
カ
ト

　
　
リ
ッ
ク
を
同
義
で
用
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
に
キ
リ
ス
ト
教
は
一
六

　
　
世
紀
に
伝
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
当
時
か
ら
今
日
に
至
る
ま

　
　
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
九
割
以
上
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
る
。

　
　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
が
ベ
ト
ナ
ム
に
到
来
し
た
の
は
二
〇
世

　
　
紀
初
頭
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
国
民
総
人
口
に
キ
リ

　
　
ス
ト
教
徒
が
占
め
る
割
合
は
前
近
代
か
ら
現
代
ま
で
、
ほ
ぼ
一

　
　
割
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。

（
3
）
〉
憎
9
才
①
ω
傷
①
げ
G
Q
o
。
慰
酢
ひ
α
Φ
ω
ζ
認
δ
霧
国
q
9
。
贔
酵
Φ
゜
。

　
　
O
Φ
℃
興
グ
以
下
〉
ζ
国
と
略
記
し
、
フ
ァ
イ
ル
番
号
と
葉
数

　
　
h
O
ぎ
（
h
o
）
で
示
す
。
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
書
簡
の

　
　
一
部
は
活
字
化
さ
れ
、
『
信
仰
普
及
協
会
年
報
》
暮
巴
①
の
匹
①

　
　
一
、
〉
ω
ω
o
o
冨
該
o
コ
α
①
冨
勺
『
o
℃
鱒
σ
q
⇔
銘
o
づ
α
Φ
団
閃
9
』
に
も

　
　
収
め
ら
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
東
洋
文
庫
や
上
智
大
学

　
　
な
ど
国
内
機
関
に
お
い
て
も
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
（
以
下

　
　
〉
℃
国
と
略
記
し
、
巻
号
と
頁
数
で
示
す
）
。

（
4
）
国
。
『
①
ω
ぴ
≧
巴
P
卜
＄
藁
゜
。
°
。
馬
§
§
譜
ω
寧
Ω
ミ
ミ
゜
・
§

　
　
寄
濁
ミ
嵩
無
9
黛
⑦
貯
§
※
薫
－
閑
く
§
°
。
馬
警
貯
典
》
嵩
Ω
⑤
゜
。
⑪

　
　
8
§
b
ミ
簿
織
．
黛
轟
、
巴
9
軟
゜
。
§
8
°
。
9
織
、
g
嵩
8
⇔
ミ
触
簿
8

　
　
ト
ご
鳶
ト
N
鰹
゜
。
8
軸
、
⑩
゜
・
亀
ぽ
§
為
隷
馬
詳
閏
母
ヨ
p
D
け
富
P
H
⑩
㊤
o
。
”

　
　
℃
㊤
ユ
ω
゜

（
5
）
　
主
な
も
の
と
し
て
、
「
ベ
ト
ナ
ム
宣
教
に
み
る
パ
リ
外
国
宣

　
　
教
会
宣
教
師
の
心
性
に
つ
い
て
ー
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
日
本
宣
教

　
　
の
「
記
憶
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
中
国
2
1
』
二
八
号
、
愛
知
大
学

　
　
現
代
中
国
学
会
、
二
〇
〇
七
年
。
「
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
ベ
ト

　
　
ナ
ム
宣
教
と
カ
テ
キ
ス
タ
ー
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半

　
　
に
お
け
る
ト
ン
キ
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
」
『
東
南
ア
ジ
ア

　
　
歴
史
と
文
化
』
三
五
号
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。
「
パ

　
　
リ
外
国
宣
教
会
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
に
お
け
る
布
教
言
語
」

　
　
『
こ
と
ば
と
社
会
」
九
号
、
三
元
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
6
）
Z
。
冨
O
。
。
犀
ρ
国
巴
団
Z
幕
8
①
ロ
け
げ
－
O
雪
ε
曙
≦
①
臼
甲

　
　
日
Φ
器
0
9
D
昏
9
8
ω
餌
昌
α
○
爵
①
房
一
冨
爵
Φ
勺
9
σ
q
Φ
ω
o
h
夢
Φ
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〉
暮
巴
㊦
ω
島
⑩
団
写
。
冨
σ
q
卿
註
8
α
①
す
悶
o
卸
魯
ミ
蓉
』
ミ

　
　
⑦
o
§
書
湧
鮮
》
°
。
貯
き
⑦
欝
ミ
俺
゜
。
く
9
黛
ミ
⑪
恥
獅
O
㊤
目
げ
同
置
σ
q
①

　
　
¢
巳
〈
①
誘
写
団
℃
冨
ω
P
N
O
O
心
－
ω
5
σ
q
鱒
娼
o
同
ρ
q
碧
o
σ
即
p
目
－

　
　
ω
画
ざ
§
き
亀
9
、
き
゜
。
Ω
お
駄
§
、
ミ
、
°
う
、
『
詳
①
O
討
蟹
、
O
諏
Q
嵩
織
肺
詳
⑩

　
　
〉
蒔
塁
§
魯
お
蕊
電
詳
§
、
含
譜
鳶
辟
⑩
§
ミ
ム
§
欝
電
く
貯
－

　
　
鉢
部
Q
壽
》
G
Q
け
卑
ロ
崩
O
門
畠
¢
巳
＜
①
房
一
け
団
勺
話
ω
ω
噂
b
o
O
O
o
o
”
ω
鼠
5
8
憎
α
゜

（
7
）
　
彼
ら
の
言
う
「
現
地
語
史
料
」
と
は
す
べ
て
現
代
ベ
ト
ナ
ム

　
　
語
の
翻
訳
版
で
あ
り
、
原
史
料
の
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ン
ノ
ム
本

　
　
（
漢
籍
や
字
哺
本
）
」
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
8
）
　
代
牧
区
は
教
皇
庁
の
布
教
聖
省
の
管
轄
下
で
教
区
司
牧
の
裁

　
　
知
権
が
十
分
に
浸
透
し
な
か
っ
た
中
国
や
イ
ン
ド
な
ど
主
に
極

　
　
東
に
お
か
れ
た
。
ト
ッ
プ
に
は
教
皇
の
任
命
す
る
代
牧
司
教

　
　
≦
o
巴
冨
碧
o
ω
け
o
犀
ρ
二
①
が
お
か
れ
た
。

（
9
）
〉
ζ
国
①
O
刈
h
o
㎝
゜
。
刈
．

（
1
0
）
　
一
八
四
〇
年
一
月
、
明
命
帝
は
高
官
三
名
を
フ
ラ
ン
ス
の
国

　
　
情
視
察
の
た
め
パ
リ
へ
派
遣
し
た
（
〉
曾
冨
づ
ピ
印
ロ
昌
㊤
ざ
ト
①
゜
。

　
　
冬
゜
。
魚
O
轟
昌
ミ
、
＄
、
、
9
ミ
ミ
゜
。
Q
黛
寄
部
註
タ
い
ま
「
印
ユ
①
U
①
〒

　
　
『
o
ヨ
目
Φ
Φ
げ
b
d
二
σ
q
器
戸
一
〇
〇
ρ
℃
餌
二
ω
嘘
b
°
Q
。
O
）
。

（
1
1
）
　
宣
教
師
シ
モ
ナ
ン
ω
一
目
o
巳
づ
の
報
告
に
よ
る
と
、
シ
ン
ガ

　
　
ポ
ー
ル
で
国
際
情
勢
を
探
っ
て
い
た
院
朝
の
官
人
た
ち
が
、
現

　
　
地
滞
在
の
フ
ラ
ン
ス
人
か
ら
「
フ
ラ
ン
ス
は
宣
教
師
に
対
す
る

　
　
ベ
ト
ナ
ム
側
の
処
遇
に
つ
い
て
容
赦
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
の
警

　
　
告
を
受
け
た
と
さ
れ
、
そ
れ
に
恐
れ
を
な
し
た
紹
治
帝
が
様
子

　
　
見
を
し
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
（
＞
7
臼
国
　
刈
〇
一
　
h
O
　
一
①
伽
ト
り
）
。

（
1
2
）
　
〉
勺
国
一
①
O
戸
Q
。
甲
o
。
ω
一
〉
Ω
二
8
い
ゆ
犀
づ
㊤
ざ
藁
こ
。
8
腎
僑
Q
邸
苧

　
　
町
ミ
恥
織
⑩
ミ
の
o
o
慰
芯
織
題
ミ
゜
っ
甑
o
蕊
肉
瞥
養
部
恥
町
＄
ト
輿

　
　
い
①
ω
H
巳
霧
G
Q
磐
き
8
ω
層
b
。
O
O
ω
－
勺
蝉
ユ
ρ
薯
゜
逡
1
Φ
㎝
゜
後
日
、

　
　
フ
ァ
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ェ
ク
は
「
五
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
公
然
と

　
　
辱
め
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
堪
え
切
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ

　
　
そ
、
フ
ラ
ン
ス
の
名
の
下
で
彼
ら
を
奪
還
す
る
こ
と
に
し
た
の

　
　
だ
」
と
述
べ
て
お
り
、
愛
国
心
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
の
救
出
で

　
　
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
〉
脅
δ
昌
ピ
斡
ロ
⇒
餌
ど
蒜
、

　
　
肉
9
0
、
織
9
隷
§
お
ミ
為
O
a
ミ
o
N
δ
樫
典
臣
げ
同
繊
置
Φ
O
ひ
〒

　
　
曾
巴
①
国
日
゜
＜
犀
8
9
9
ρ
一
㊤
一
P
い
団
o
P
や
辰
G
。
）
。

（
1
3
）
　
五
人
の
う
ち
、
ミ
シ
ュ
と
デ
ュ
ク
ロ
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
留

　
　
ま
っ
た
後
、
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
再
入
国
を
目
指
し
た
。
ベ
ル
ヌ
は

　
　
満
州
に
旅
立
ち
、
後
に
朝
鮮
で
殉
教
し
た
。
ガ
リ
と
シ
ャ
リ
エ

　
　
は
フ
ラ
ン
ス
に
一
旦
帰
国
し
た
（
〉
℃
勺
一
①
b
や
゜
。
轟
1
°
。
①
）
。

（
1
4
）
　
ピ
曽
β
口
曽
ざ
ト
霧
」
§
°
。
°
・
馬
o
き
お
a
、
⑩
G
。
笥
ミ
鳶
ミ
゜
・
9
冒
寄
轟
ミ
タ

　
　
や
⑩
⑩
゜
救
出
さ
れ
た
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
滞
在
先
の
シ
ン
ガ
ポ
ー

　
　
ル
で
イ
ギ
リ
ス
人
か
ら
コ
ー
チ
シ
ナ
に
帰
還
す
る
た
め
の
手
助

　
　
け
を
申
し
出
ら
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
愛
国
心
か
ら
そ
れ
を

　
　
拒
ん
だ
と
い
わ
れ
る
（
＞
O
該
①
p
い
卿
β
昌
餌
ざ
ト
霧
ミ
゜
・
°
。
軸
§
°
・

　
　
O
Ω
ミ
o
ミ
Q
窟
⑩
゜
。
、
、
Ω
ミ
ミ
゜
。
⑩
゜
。
Q
農
蕪
゜
。
慰
9
♪
匿
げ
吋
㊤
鼠
①

　
　
〉
『
巨
p
昌
匹
O
o
目
P
巳
O
Q
。
噂
勺
㊤
二
ω
層
b
や
＆
刈
ム
G
。
c
。
）
Q

（
1
5
）
　
欧
米
諸
国
の
ベ
ト
ナ
ム
到
来
は
そ
の
後
も
続
い
た
。
た
と
え

　
　
ば
、
一
八
四
七
年
の
初
頭
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
艦
四
艘
が
ダ
ナ
ン

　
　
に
到
着
し
、
自
分
た
ち
が
「
異
教
徒
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
」
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で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
を
周
辺
海
域
か

　
　
ら
追
い
払
う
こ
と
を
条
件
に
ベ
ト
ナ
ム
の
開
港
を
要
求
し
た
が
、

　
　
紹
治
帝
政
府
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
（
》
ζ
国
ざ
㊤
h
o
一
㎝
）
。

（
1
6
）
　
〉
℃
勺
・
。
O
戸
゜
。
ω
゜

（
1
7
）
　
〉
ζ
国
刈
8
8
一
ド

（
1
8
）
　
8
琶
昌
”
§
〉
勘
①
8
ミ
象
貯
寄
部
註
為
O
駐
ぎ
§
暴

　
　
や
・
。
O
P

（
1
9
）
　
≧
＜
［
国
刈
O
㊤
h
o
一
G
。
°

（
2
0
）
　
訂
暮
β
。
ざ
§
、
肉
無
。
鼠
S
貯
ぎ
轟
ミ
嵩
0
9
ぎ
言
暴

　
　
℃
』
O
心
゜

（
2
1
）
　
≧
≦
国
①
㊤
刈
h
o
自
P

（
2
2
）
　
≧
≦
国
①
㊤
刈
h
o
ざ
刈
為
O
c
。
°

（
2
3
）
　
≧
≦
国
刈
O
一
h
o
お
Q
。
刈
゜

（
2
4
）
　
竹
田
龍
児
「
院
朝
初
期
の
清
と
の
関
係
」
山
本
達
郎
編
『
ベ

　
　
ト
ナ
ム
中
国
関
係
史
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
五
二

　
　
五
－
五
二
六
頁
。

（
2
5
）
　
諺
ζ
国
①
㊤
刈
8
①
㊤
①
゜
た
と
え
ば
、
一
八
四
六
年
六
月
二
七

　
　
日
、
ゲ
ア
ン
は
暴
風
雨
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。
ゲ
ア

　
　
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
中
心
で
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
あ
っ
た
チ
ャ

　
　
ン
ヌ
ア
日
噌
導
σ
q
Z
轟
付
近
で
の
被
害
が
と
く
に
大
き
か
っ
た

　
　
と
い
う
。
こ
の
年
は
五
月
米
の
収
穫
時
期
ま
で
飢
謹
が
続
き
、

　
　
ペ
ス
ト
と
天
然
痘
の
被
害
も
並
行
し
た
と
い
う
（
〉
ζ
国
①
㊤
刈

　
　
h
o
°
。
⑩
b
。
）
。
ま
た
、
一
八
四
七
年
一
一
月
に
も
ゲ
ア
ン
と
ハ
テ

　
　
ィ
ン
の
両
地
方
が
台
風
の
被
害
を
受
け
、
信
者
約
五
〇
人
が
死

　
　
亡
し
て
い
る
。
と
く
に
、
沖
合
で
漁
業
を
営
む
漁
師
の
間
で
被

　
　
害
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
（
〉
ζ
国
】
　
刈
O
Q
Q
　
h
o
　
ω
刈
）
。
『
大
南
建

　
　
録
』
に
も
紹
治
期
に
お
け
る
暴
風
雨
に
つ
い
て
言
及
し
た
記
事

　
　
が
多
々
み
ら
れ
る
。
嶋
尾
稔
「
『
大
南
官
疋
録
』
中
気
象
災
害
関

　
　
連
記
事
一
覧
表
」
（
『
慶
応
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
』

　
　
三
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
す
る
と
、
慶
応
義
塾
大
学
言

　
　
語
文
化
研
究
所
編
の
影
印
本
シ
リ
ー
ズ
『
大
南
塞
録
』
に
は
通

　
　
巻
頁
数
で
四
九
一
〇
、
五
〇
七
五
、
五
〇
九
三
、
五
一
八
二
、

　
　
五
一
九
九
、
五
四
八
六
、
五
四
八
七
、
五
六
四
三
頁
に
紹
治
期

　
　
の
暴
風
雨
被
害
に
つ
い
て
の
記
載
が
確
認
で
き
る
。

（
2
6
）
　
〉
ζ
国
刈
8
h
o
一
一
』
°

（
2
7
）
　
グ
エ
ン
・
テ
・
ア
イ
ン
「
儒
教
的
政
治
体
制
と
西
洋
の
挑
戦

　
　
－
一
八
七
四
年
か
ら
の
ベ
ト
ナ
ム
の
場
合
」
『
思
想
』
七
九
二

　
　
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
。

（
2
8
）
　
一
九
〇
〇
年
時
点
で
、
世
界
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
の
三

　
　
分
の
二
、
修
道
女
の
五
分
の
四
が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
で
あ
っ
た

　
　
（
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
。
モ
ン
ク
ロ
×
p
〈
δ
「
α
①
ζ
o
旨
9
0
ω
著
、

　
　
波
木
居
純
一
訳
『
フ
ラ
ン
ス
宗
教
史
』
白
水
社
、
一
九
九
七
年
、

　
　
一
一
一
頁
）
。

（
2
9
）
　
た
だ
し
、
北
部
の
紅
河
以
東
の
地
域
は
東
ト
ン
キ
ン
代
牧
区

　
　
と
し
て
、
一
八
世
紀
以
来
、
ス
ペ
イ
ン
系
ド
ミ
ニ
コ
会
の
管
轄

　
　
に
置
か
れ
た
。

（
3
0
）
　
冨
巨
躇
堕
ミ
゜
。
§
ミ
無
忌
ミ
N
⑩
懸
貯
⑦
o
急
融
§
°
。

　
　
ミ
゜
。
°
・
執
§
°
。
卑
、
§
題
鳶
゜
。
貴
署
」
O
。
。
山
8
°
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（
3
1
）
　
い
碧
轟
ざ
ト
＄
婁
゜
。
⑦
馬
o
§
巳
「
⑩
的
等
9
ミ
9
°
。
§
§
幕
量

　
　
ロ
．
。
。
G
。
．

（
3
2
）
　
≧
≦
国
刈
8
h
o
δ
8
山
①
刈
O
°

（
3
3
）
　
以
下
は
宣
教
師
マ
ッ
ソ
ン
の
書
簡
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

　
　
「
ラ
ピ
エ
ー
ル
氏
が
中
国
に
向
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
司
令
官

　
　
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
我
々
に
宗
教
の
自
由
を
獲
得

　
　
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
よ
う
政
府
か
ら
指
令
を
受
け
た
と
い
う

　
　
知
ら
せ
を
聞
い
て
、
言
葉
で
表
し
よ
う
の
な
い
ほ
ど
満
足
致
し

　
　
ま
し
た
。
私
は
彼
が
海
軍
中
尉
と
し
て
テ
テ
ィ
ス
日
冨
け
置
号

　
　
に
乗
船
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
船
で

　
　
私
は
ブ
レ
ス
ト
ゆ
奉
ω
け
か
ら
マ
カ
オ
ま
で
や
っ
て
来
た
の
で

　
　
す
。
あ
な
た
方
の
ラ
ピ
エ
ー
ル
氏
へ
の
称
賛
に
も
喜
ん
で
同
意

　
　
し
ま
す
。
彼
が
我
々
の
渡
航
中
に
示
し
て
く
れ
た
配
慮
に
は
い

　
　
ま
だ
感
謝
し
て
お
り
ま
す
（
≧
≦
国
『
O
㊤
h
o
δ
）
」
。
こ
の
よ

　
　
う
に
大
革
命
後
の
世
代
に
属
す
る
宣
教
師
に
は
政
府
要
人
の
み

　
　
な
ら
ず
、
海
軍
軍
人
と
も
面
識
を
有
す
る
者
が
少
な
か
ら
ず
い

　
　
た
。

（
3
4
）
　
こ
の
時
代
の
宣
教
師
の
行
動
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
連

　
　
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
坪
井
善
明
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

　
　
に
お
け
る
宣
教
師
の
役
割
：
神
話
化
と
歴
史
研
究
」
『
社
会
科

　
　
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
五
－
二
、
国
際
基
督
教
大
学
、
一
九
八
六

　
　
年
、
〉
巨
づ
周
o
奉
ω
戸
い
Φ
ω
巨
の
ω
一
〇
目
巴
冨
ω
含
け
Φ
霞
鉱
昌
Φ
け

　
　
一
、
巨
㊥
冥
⑦
匿
8
守
導
琶
ω
①
雪
H
民
。
。
巨
昌
ρ
貯
O
竃
゜
・
翫
§

　
　
、
蔑
粛
帖
§
°
。
⑪
画
9
蕊
』
、
⑩
ミ
息
竜
8
N
§
軸
ミ
§
Q
ミ
ミ
⑦
の
o
話
団

　
　
巳
話
o
怠
o
β
9
℃
暮
置
8
］
≦
〇
二
暮
層
い
㊦
ω
ぎ
ユ
㊦
ω
ω
磐
卑
9
①
ω
矯

　
　
N
O
8
嚇
℃
胃
δ
を
挙
げ
て
お
く
。

（
3
5
）
　
い
卑
＝
ロ
p
ざ
襲
恥
8
腎
馬
Q
邸
忌
養
N
⑪
§
貯
の
8
隷
慰
腎
゜
。

　
　
韓
⑦
゜
。
執
o
蕊
肉
辟
ミ
き
臨
、
＄
貫
娼
」
①
Q
。
°

（
3
6
）
　
一
八
四
三
年
七
月
九
日
、
一
七
九
八
年
の
殉
教
者
エ
マ
ニ
ュ

　
　
エ
ル
・
チ
エ
ウ
国
ヨ
ヨ
β
，
昌
‘
Φ
「
6
匡
①
賃
と
ジ
ャ
ン
。
ダ
ッ
ト

　
　
q
＄
p
U
暮
が
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
六
世
に
尊
者
に
認
定
さ

　
　
れ
た
（
ピ
曽
＝
昌
p
ざ
韓
゜
。
8
母
⑩
Q
邸
忌
、
Ω
貯
§
貯
9
0
慰
慰
腎
゜
。

　
　
韓
゜
・
°
。
執
§
°
。
肉
母
9
部
驚
、
舘
趨
℃
°
c
。
卜
。
窃
）
。

（
3
7
）
　
ロ
ー
ネ
イ
い
窪
β
契
は
代
牧
区
分
割
の
「
般
的
な
メ
リ
ッ

　
　
ト
に
つ
い
て
、
「
分
割
し
て
統
治
せ
よ
、
の
政
治
的
原
則
の
実

　
　
践
ほ
か
、
（
聖
職
者
や
信
者
に
と
っ
て
）
司
教
が
近
し
い
存
在

　
　
と
な
り
、
遠
隔
地
だ
と
あ
ま
り
施
行
さ
れ
な
い
命
令
を
き
ち
ん

　
　
と
実
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
活
動
半
径
も
広
が
り
、
潜
在
的

　
　
可
能
性
を
高
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
（
い
節
ロ
昌
曽
ざ
§
、

　
　
訪
魯
o
ミ
象
貯
寄
部
註
鳶
Q
Ω
簿
o
執
貯
竃
噂
b
」
逡
）
。

（
3
8
）
　
い
窪
β
p
ざ
頸
9
0
号
①
Q
邸
忌
養
N
⑲
§
貯
⑦
8
慰
芯
腎
゜
。

　
　
ミ
゜
。
°
り
軸
o
き
゜
。
肉
讐
Q
お
鴫
町
霧
ト
9
b
°
ミ
O
°

（
3
9
）
　
一
八
四
四
年
八
月
二
日
、
マ
カ
オ
管
財
所
の
リ
ボ
ワ
が
日
本

　
　
で
の
布
教
権
を
め
ぐ
っ
て
競
合
が
予
測
さ
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
に

　
　
対
し
て
M
E
P
の
正
統
性
を
主
張
す
る
旨
の
書
簡
を
パ
リ
の
本

　
　
部
へ
送
っ
て
い
る
（
〉
ζ
国
｝
　
ω
O
ら
　
h
o
　
一
〇
一
α
1
］
°
O
一
①
）
。

（
4
0
）
　
Ω
已
①
ω
＜
節
ロ
O
轟
巴
○
匡
や
ト
Ω
9
§
詳
馬
゜
。
8
軸
鳶
譜
゜
。

　
　
韓
⑦
゜
。
馬
o
諺
　
騨
建
き
晦
⑪
鳶
゜
。
　
N
象
Q
。
1
㎏
S
Q
。
”
℃
Φ
寝
ぎ
讐
b
。
O
O
8
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勺
胃
寅
燈
』
謡
一
い
9
仁
昌
餌
ざ
鴫
民
゜
。
8
腎
僑
Q
邸
忌
、
ミ
⑩
腎
貯
⑦
o
o
㍗

　
　
邸
融
腎
゜
。
ミ
゜
。
°
。
軸
§
ω
肉
母
§
聴
、
①
゜
。
貫
b
」
『
b
。
°

（
4
1
）
　
一
八
〇
五
年
三
月
二
三
日
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
勅
令
で
M
E
P

　
　
を
公
認
し
た
が
、
布
教
聖
省
へ
の
所
属
は
認
め
な
か
っ
た

　
　
（
q
①
碧
Ω
仁
①
目
o
仁
ρ
㌧
§
°
。
°
。
軸
§
°
。
騨
ミ
為
題
、
＄
腎
℃
ミ
軸
⑦
闇

　
　
＝
げ
冨
二
Φ
〉
詳
ま
ヨ
①
閃
3
胃
α
し
Φ
゜
。
①
り
凄
肝
矯
冒
』
ω
⊆
．
）
。

（
4
2
）
　
Ω
ロ
①
目
2
P
さ
ミ
層
署
』
ω
刈
－
卜
。
ω
⑩
゜

（
4
3
）
　
フ
ラ
ン
ス
第
二
の
都
市
で
あ
り
な
が
ら
、
リ
ヨ
ン
は
革
命
期

　
　
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
根
強
く
勢
力
を
保
っ
た
地
域
で

　
　
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
共
和
派
に
抵
抗
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
一
時
期
、
「
解
放
都
市
8
目
ヨ
巨
①
鷺
守
曽
三
㊦
」
と
改
名
を
強

　
　
制
さ
れ
た
が
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
の
失
墜
を
受
け
て
旧
名
に
戻
さ

　
　
れ
た
。

（
4
4
）
　
O
信
Φ
§
〇
二
P
誉
ミ
”
署
』
ω
㊤
ー
漣
ρ
当
時
の
創
設
メ
ン
バ

　
　
ー
は
非
公
表
と
さ
れ
、
「
信
仰
の
騎
士
O
冨
く
巴
δ
冨
α
①
ド

　
　
閃
9
」
と
名
乗
り
、
敬
度
な
女
性
信
者
ポ
リ
ー
ヌ
・
ジ
ャ
リ
コ

　
　
℃
国
巳
ぢ
Φ
q
斡
置
8
け
（
一
七
九
九
－
一
八
六
二
年
）
の
協
力
で

　
　
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
B
・
ド
・
ソ
ー
ヴ
ィ
ニ
ー

　
　
ほ
か
『
キ
リ
ス
ト
教
史
八
ー
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
」
、

　
　
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
、
三
六
三
頁
）
。

（
4
5
）
　
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
二
四
年
、
ル
イ
一
八
世
の
弟
が
シ
ャ
ル

　
　
ル
一
〇
世
と
し
て
即
位
す
る
。
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
に
至

　
　
る
ま
で
の
そ
の
在
位
期
間
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
国

　
　
家
か
ら
物
心
両
面
に
わ
た
る
援
助
を
得
た
。
年
間
の
聖
職
者
叙

　
　
品
数
は
帝
政
時
代
に
六
〇
〇
を
超
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

　
　
一
八
二
九
年
に
は
三
三
五
七
に
達
し
、
一
八
三
〇
年
に
は
司
祭

　
　
総
数
が
四
六
五
五
人
に
増
加
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
を
は
じ
め
、

　
　
各
種
修
道
会
や
信
心
会
の
復
活
が
相
次
い
だ
（
B
・
ド
・
ソ
ー

　
　
ヴ
ィ
ニ
ー
ほ
か
前
掲
書
、
＝
五
頁
）
。

（
4
6
）
　
B
・
ド
・
ソ
ー
ヴ
ィ
ニ
ー
ほ
か
前
掲
書
、
三
六
三
頁

（
4
7
）
　
一
八
二
四
年
か
ら
一
八
三
〇
年
ま
で
の
間
に
極
東
へ
派
遣
し

　
　
た
宣
教
師
も
三
九
人
に
達
し
た
（
O
已
①
ω
＜
p
P
Ω
同
p
ω
α
o
臥
捨

　
　
臼
轟
こ
署
』
謹
l
b
。
δ
）
。

（
4
8
）
　
一
八
三
三
年
に
M
E
P
本
部
か
ら
協
会
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡

　
　
に
は
、
コ
八
三
〇
年
七
月
以
降
、
M
E
P
か
ら
は
総
勢
三
〇

　
　
人
の
宣
教
師
が
送
り
出
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
一
四
人
が
待
機
し

　
　
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
財
政
的
見
込
み
が
た
て
ば
、
翌
年
に
は

　
　
新
た
に
一
〇
人
を
出
発
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
、
そ

　
　
の
た
め
に
さ
ら
に
五
万
フ
ラ
ン
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
積
も
り

　
　
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
〉
勺
司
　
刈
　
喝
゜
b
り
ω
）
。
す
な
わ
ち
、
M
E

　
　
P
入
会
か
ら
宣
教
地
へ
の
到
着
ま
で
に
必
要
な
経
費
は
宣
教
師

　
　
1
人
当
た
り
少
な
く
と
も
五
千
フ
ラ
ン
に
上
っ
た
こ
と
が
読
み

　
　
取
れ
る
。
ま
た
、
生
活
費
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
宣
教
師
に
は
毎

　
　
年
一
〇
〇
ピ
ア
ス
ト
ル
豆
器
訂
㊦
ω
、
司
教
に
は
二
〇
〇
ピ
ア
ス

　
　
ト
ル
が
支
給
さ
れ
、
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
を
は
じ
め
と
す
る
M

　
　
E
P
の
各
代
牧
区
に
は
毎
年
三
〇
〇
〇
1
四
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
相

　
　
当
の
宗
教
書
や
祭
旦
ハ
な
ど
が
送
ら
れ
た
と
い
う
（
H
げ
置
．
）
。

（
4
9
）
　
O
話
暮
o
話
》
起
゜
a
二
b
』
幽
一
．
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（
5
0
）
　
〉
℃
悶
一
燭
゜
。
。
一
゜

（
5
1
）
　
B
・
ド
・
ソ
ー
ヴ
ィ
ニ
ー
ほ
か
前
掲
書
、
三
六
三
頁
。

（
5
2
）
　
O
o
o
犀
ρ
9
．
無
ひ
冒
』
①
吟

（
5
3
）
　
B
・
ド
・
ソ
ー
ヴ
ィ
ニ
ー
ほ
か
前
掲
書
、
三
六
三
ー
三
六
四

　
　
頁
。

（
5
4
）
　
O
o
o
ぎ
讐
8
。
9
⇔
；
娼
噂
』
①
㊤
I
b
。
↓
P

（
5
5
）
　
〉
勺
国
q
署
゜
G
。
逡
誌
O
ド

（
5
6
）
　
》
竃
国
①
8
h
o
謡
O
ー
コ
だ
8
δ
G
。
P

（
5
7
）
　
≧
≦
国
①
㊤
α
h
o
昭
b
。
噂
≧
≦
国
ざ
㊤
8
b
。
刈
』
．

（
5
8
）
　
愼
原
茂
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
農
村
の
変
貌
ー
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

　
　
の
社
会
史
」
、
刀
水
童
旦
房
、
二
〇
〇
二
年
、
二
二
七
頁
。

（
5
9
）
　
O
信
魯
ぎ
器
”
号
゜
9
叶
こ
唱
』
鼻
凶
゜

（
6
0
）
　
日
本
語
へ
の
定
訳
が
確
認
さ
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
B
・
ド
・

　
　
ソ
ー
ヴ
ィ
ニ
ー
ほ
か
の
前
掲
書
で
は
「
幼
き
イ
エ
ス
事
業
団
」

　
　
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
（
三
六
四
頁
）
。
本
稿
で
は
暫
定
的
に
聖

　
　
嬰
会
の
訳
語
を
充
て
て
お
く
。

（
6
1
）
　
六
月
二
〇
日
、
第
一
回
中
央
会
議
が
開
か
れ
、
公
式
に
発
足

　
　
し
た
（
非
公
式
に
は
一
八
四
二
年
に
設
立
ピ
碧
ロ
餌
ざ

　
　
顛
゜
。
8
号
Φ
Q
触
忌
、
ミ
Q
§
ミ
⑦
0
9
心
芯
§
°
・
」
§
°
・
°
・
執
o
嵩
゜
・
吋

　
　
計
§
鷺
、
窃
賛
勺
」
b
。
蒔
）
。

（
6
2
）
　
＝
輿
二
の
o
⇒
山
①
霞
δ
詳
P
．
、
〉
勺
魯
口
団
隔
o
『
夢
Φ
＝
け
菖
①
O

　
　
臣
器
ω
Φ
－
∵
日
冨
国
話
づ
昏
閏
o
一
図
O
臣
乙
げ
o
o
傷
〉
ω
ω
o
o
置
試
o
昌

　
　
言
O
匡
ロ
P
δ
お
山
霧
一
”
ト
ミ
ミ
馬
0
9
嵩
顛
゜
。
8
識
§
執
勘
§
尉
隼

　
　
目
G
。
山
輝
卜
。
O
O
Q
。
》
弓
『
①
¢
巳
く
①
『
の
詳
冤
o
h
O
三
雷
σ
q
o
℃
話
ω
ω
－
や 　

　
刈
G
。
．

（
6
3
）
　
さ
ミ
層
P
胡
’

（
6
4
）
》
§
ミ
霧
腎
』
、
穂
§
鳶
魯
貯
⑦
ミ
ミ
⑩
肉
ミ
§
。
⑩
一
や

　
　
ト
0
8
°

（
6
5
）
　
た
だ
し
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
は
信
仰
普
及
協
会
か
ら
送
ら

　
　
れ
て
き
た
支
援
金
と
同
様
に
弾
力
的
な
運
用
が
な
さ
れ
た
よ
う

　
　
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
　
一
八
五
四
年
、
ゴ
テ
ィ
エ
O
㊤
9
臣
霞

　
　
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
司
教
は
信
者
の
み
か
ら
な
る
新
規
集
落
の

　
　
建
設
に
と
も
な
う
土
地
購
入
の
費
用
や
家
財
移
転
の
た
め
の
費

　
　
用
、
「
迷
信
」
儀
礼
の
免
除
書
状
の
購
入
費
な
ど
で
消
費
し
た

　
　
一
五
〇
〇
フ
ラ
ン
を
聖
嬰
会
の
供
出
金
か
ら
捻
出
す
る
旨
を
パ

　
　
リ
の
M
E
P
本
部
に
報
告
し
て
い
る
（
＞
7
臼
国
　
刈
O
㊤
　
h
O
　
Q
◎
一
）
。

（
6
6
）
　
ピ
窪
ロ
錯
越
゜
。
鮮
9
鳶
Q
邸
認
、
ミ
⑪
腎
貯
⑦
o
o
慰
慰
§
°
。

　
　
韓
q
。
°
。
執
o
蕾
肉
町
9
き
臨
、
＄
貫
b
」
Q
。
α
゜

（
6
7
）
　
団
母
匡
ω
o
P
8
．
§
‘
や
。
。
卜
⊃
°

（
6
8
）
　
〉
ζ
国
①
㊤
刈
8
。
。
お
ー
。
。
心
ω
゜
ハ
リ
ソ
ン
に
よ
る
と
、
一
八
世

　
　
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
捨
子
の

　
　
数
が
増
大
し
て
お
り
、
パ
リ
や
ミ
ラ
ノ
な
ど
の
主
要
都
市
で
は

　
　
新
生
児
の
二
割
に
相
当
し
た
。
こ
の
よ
う
な
同
時
代
の
類
似
す

　
　
る
社
会
背
景
が
フ
ラ
ン
ス
の
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ア
家
庭
に
聖
嬰
会

　
　
へ
の
募
金
を
促
す
動
機
と
な
っ
た
と
い
う
（
山
餌
霞
δ
o
P
起
’

　
　
9
黛
署
。
謡
I
o
。
H
）
。

（
6
9
）
　
「
神
の
家
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
パ
リ
外
国
宣
教
会
西
ト
ン

　
　
キ
ン
代
牧
区
に
お
け
る
「
神
の
家
」
（
ζ
㊤
一
ω
O
昌
　
ユ
①
　
H
）
一
Φ
‘
）
」
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『
ア
ジ
ア
地
域
文
化
研
究
』
一
号
、
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文

　
　
化
研
究
科
ア
ジ
ア
地
域
文
化
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
7
0
）
　
≧
≦
国
＄
刈
8
8
①
゜

（
7
1
）
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
か
イ
ギ
リ
ス
人
の
医
師
に
所
有
を
問
い
合
わ

　
　
せ
る
よ
う
依
頼
し
た
（
〉
ζ
国
　
刈
O
一
　
h
o
　
一
刈
心
Q
o
）
。

（
7
2
）
　
≧
≦
国
ざ
一
8
一
謡
b
。
°

（
7
3
）
　
≧
＜
日
①
⑩
『
h
o
G
。
切
①
I
Q
。
昭
゜

（
7
4
）
　
と
≦
国
①
Φ
刈
8
°
。
昭
゜

（
7
5
）
　
≧
≦
国
①
㊤
刈
h
o
o
。
ω
゜
。
l
o
。
Q
。
ら
゜

（
7
6
）
　
一
八
四
六
年
末
の
統
計
で
は
、
チ
ャ
ン
ヌ
ア
で
は
ラ
テ
ン
語

　
　
学
生
五
九
人
、
ヴ
ィ
ン
チ
で
は
ラ
テ
ン
語
学
生
六
六
人
、
ケ
ノ

　
　
ン
で
は
ラ
テ
ン
語
学
生
三
九
人
、
神
学
生
一
八
人
、
漢
字
・
チ

　
　
ュ
ノ
ム
を
学
ぶ
カ
テ
キ
ス
タ
三
六
人
が
お
り
、
ラ
ン
ゾ
ア
ン
に

　
　
は
ラ
テ
ン
語
学
生
四
〇
人
、
ホ
ア
ン
グ
エ
ン
で
は
ラ
テ
ン
語
学

　
　
生
四
〇
人
、
バ
イ
ヴ
ァ
ン
で
は
ラ
テ
ン
語
初
歩
の
学
生
約
四
〇

　
　
人
が
確
認
さ
れ
る
（
〉
ζ
国
①
⑩
刈
　
h
o
　
o
o
O
一
）
。

（
7
7
）
　
〉
ζ
国
δ
一
8
δ
悉
゜

（
7
8
）
　
〉
ζ
国
＄
刈
h
o
謡
㊤
る
ト
。
9

（
7
9
）
　
ピ
碧
冨
ざ
顛
゜
・
8
馬
尽
Q
邸
忌
言
』
鳥
§
ミ
⑦
o
黛
伽
芯
§
ω

　
　
ミ
制
゜
。
°
。
軸
§
°
。
肉
幹
器
刹
隠
器
゜
。
貴
b
°
一
謡
゜

（
8
0
）
　
≧
≦
国
①
㊤
刈
h
o
Q
。
㊤
9

（
8
1
）
　
≦
⑩
§
ミ
葺
゜
。
鳴
粛
お
§
、
国
⑪
、
、
⑩
－
》
ミ
誌
肉
S
o
、
9
H
目
胃
憎

　
　
目
①
二
①
傷
Φ
b
o
の
℃
Φ
霞
旦
δ
㎝
Φ
噛
『
団
o
戸
b
°
旨
①
゜
一
八
四
六

　
　
年
末
、
信
仰
普
及
協
会
か
ら
の
送
金
で
運
営
す
る
宣
教
師
付
属

　
　
の
「
神
の
家
」
の
人
々
は
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
内
で
一
四
九
人
、

　
　
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
内
で
四
〇
六
人
の
計
五
五
五
人
に
上
り
、

　
　
三
〇
〇
ピ
ア
ス
ト
ル
が
配
給
さ
れ
、
一
人
当
た
り
年
間
三
フ
ラ

　
　
ン
の
扶
養
費
を
充
て
ら
れ
た
。
他
の
カ
テ
キ
ス
タ
と
「
神
の
家
」

　
　
の
学
生
は
現
地
人
司
祭
が
管
理
し
各
々
の
支
出
で
生
計
を
立
て

　
　
た
。
両
代
牧
区
で
あ
わ
せ
て
九
〇
人
の
現
地
人
司
祭
が
九
七
八

　
　
人
の
カ
テ
キ
ス
タ
と
カ
テ
キ
ス
タ
学
生
を
扶
養
し
て
い
る
。
彼

　
　
ら
に
は
ミ
サ
の
謝
金
と
信
者
か
ら
の
喜
捨
や
贈
物
、
畑
か
ら
の

　
　
収
入
、
年
間
四
〇
〇
ピ
ア
ス
ト
ル
の
M
E
P
か
ら
の
拠
出
金
が

　
　
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
司
祭
も
宣
教
師
も
臨
時
収
入
は
な
く
職

　
　
務
は
す
べ
て
無
償
で
行
わ
れ
て
い
た
（
」
♪
り
昌
国
①
㊤
刈
h
O
c
◎
⑩
一
）
。

（
8
2
）
　
以
下
は
一
八
四
七
年
五
月
七
日
付
け
の
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
ル

　
　
ト
ー
ル
司
教
の
報
告
で
あ
る
。
コ
ニ
年
前
、
布
教
聖
省
に
こ
の

　
　
宣
教
団
を
二
つ
に
分
割
し
て
秘
跡
授
与
を
行
い
や
す
く
す
る
よ

　
　
う
願
い
出
た
。
昨
年
、
教
皇
は
三
月
二
七
日
付
の
勅
令
で
私
の

　
　
願
い
出
を
聞
き
入
れ
て
く
れ
た
。
聖
下
は
そ
の
日
に
私
の
協
働

　
　
司
教
で
あ
る
エ
マ
ウ
ス
国
日
巴
ω
司
教
こ
と
ゴ
テ
ィ
エ
司
教
を

　
　
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
司
教
に
任
命
す
る
教
勅
を
発
し
た
。
こ
の
代

　
　
牧
区
は
ゲ
ア
ン
と
ハ
テ
ィ
ン
の
二
地
方
に
加
え
て
ボ
ー
チ
ン
を

　
　
含
ん
で
お
り
、
五
人
の
宣
教
師
と
三
〇
人
ほ
ど
の
現
地
人
司
祭

　
　
の
下
で
お
よ
そ
六
四
〇
〇
〇
人
の
信
者
を
抱
え
て
い
る
。
私
が

　
　
管
理
を
続
け
て
い
る
代
牧
区
は
西
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
の
名
を
留

　
　
め
、
お
よ
そ
七
つ
の
地
方
を
含
ん
で
お
り
、
南
ト
ン
キ
ン
代
牧

　
　
区
の
二
倍
の
信
者
と
司
祭
を
抱
え
、
依
然
と
し
て
か
な
り
の
労
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苦
を
抱
え
て
い
る
（
〉
勺
国
卜
。
一
も
」
①
①
）
。
」

（
8
3
）
　
拙
稿
「
西
山
政
権
下
に
お
け
る
パ
リ
外
国
宣
教
会
西
ト
ン
キ

　
　
ン
代
牧
区
1
一
七
八
八
－
一
八
〇
二
」
『
東
洋
文
化
研
究
』
八

　
　
号
、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
。

（
8
4
）
　
「
院
朝
ベ
ト
ナ
ム
明
命
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
変

　
　
容
－
地
方
官
の
禁
教
令
執
行
と
ト
ン
キ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
コ
ミ

　
　
ュ
ニ
テ
ィ
」
、
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
「
次
世
代
の
地

　
　
域
研
究
」
研
究
会
・
東
南
ア
ジ
ア
学
会
関
西
地
区
例
会
共
催
、

　
　
京
都
大
学
、
二
〇
〇
七
年
七
月
二
一
日
。

（
8
5
）
　
〉
ζ
国
①
鶏
8
a
一
゜

（
8
6
）
　
〉
ζ
国
①
㊤
刈
h
o
8
°
。
°
紹
治
期
は
西
北
山
岳
部
へ
の
布
教
が

　
　
本
格
化
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
一
八
四
六
年
、
ル
ト
ー
ル
司
教

　
　
が
ル
グ
ラ
ン
・
ド
・
リ
レ
イ
い
①
σ
q
目
㊤
昌
匙
匹
①
団
＝
冨
団
①
と
テ

　
　
ィ
ト
目
鼠
＆
の
二
人
の
宣
教
師
、
三
人
の
現
地
人
司
祭
、
二

　
　
〇
人
ほ
ど
の
カ
テ
キ
ス
タ
を
連
れ
て
、
い
p
o
臼
『
o
（
ソ
ン
タ

　
　
イ
の
o
口
日
9
D
団
地
方
）
を
踏
査
し
た
。
山
地
に
代
牧
司
教
が
入

　
　
っ
た
の
は
ア
ヴ
ァ
ー
ル
＝
磐
胃
ユ
司
教
以
来
＝
一
年
ぶ
り
の
こ

　
　
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
山
地
少
数
民
族
の
間
に
は
ベ
ト
ナ
ム
人

　
　
司
祭
一
人
の
も
と
で
約
一
五
〇
〇
人
の
信
者
が
い
た
と
さ
れ
る

　
　
（
霊
琶
昌
曽
誌
、
隷
8
ミ
象
貯
寄
募
討
O
魯
ぎ
書
暴

　
　
署
．
一
゜
。
①
山
゜
。
刈
）
。
ゲ
ア
ン
地
方
は
西
部
に
広
範
な
山
岳
少
数
民

　
　
族
居
住
地
域
を
含
ん
で
お
り
、
布
教
戦
略
上
の
要
地
と
目
さ
れ

　
　
て
い
た
。

（
8
7
）
　
〉
ζ
国
ざ
⑩
h
o
①
゜

（
8
8
）
　
〉
ζ
国
ざ
㊤
h
o
一
〒
一
一
』
な
お
、
マ
ッ
ソ
ン
の
住
む
集
落

　
　
は
地
元
の
官
人
た
ち
の
間
で
は
「
公
然
の
秘
密
」
と
な
っ
て
い

　
　
た
。

（
8
9
）
　
一
八
四
八
年
の
出
費
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

　
　
（
〉
ζ
国
】
　
刈
O
㊤
　
h
O
　
b
Ω
刈
．
一
t
b
o
刈
．
b
o
）
。
新
規
コ
レ
ー
ジ
ュ
一
校
の

　
　
開
設
三
五
〇
〇
フ
ラ
ン
。
共
同
体
移
動
一
一
〇
〇
フ
ラ
ン
。
新

　
　
規
小
教
区
の
設
立
と
旧
小
教
区
の
復
興
に
三
五
〇
フ
ラ
ン
。
三

　
　
つ
の
新
規
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
テ
建
設
に
九
〇
〇
フ
ラ
ン
。
　
一
五
〇

　
　
〇
人
の
信
者
を
迷
信
と
異
教
徒
か
ら
引
き
離
し
、
全
員
キ
リ
ス

　
　
ト
教
徒
の
み
か
ら
な
る
村
落
の
建
設
に
二
二
五
〇
フ
ラ
ン
。
司

　
　
教
二
名
、
宣
教
師
二
名
、
司
祭
四
名
、
新
学
生
＝
名
、
ラ
テ

　
　
ン
語
学
生
七
五
名
、
カ
テ
キ
ス
タ
一
二
名
、
宣
教
団
所
属
の
他

　
　
二
五
名
な
ど
共
同
体
の
構
成
員
の
扶
養
に
八
五
〇
〇
フ
ラ
ン
。

　
　
総
支
出
は
一
六
六
〇
〇
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。

　
　
　
一
八
四
〇
年
代
半
ば
の
物
価
水
準
に
つ
い
て
、
ラ
ム
ゼ
イ
は

　
　
一
テ
ー
ル
（
両
）
＄
①
一
1
1
八
〇
フ
ラ
ン
ー
1
四
五
リ
ガ
チ
ュ
ー
ル

　
　
犀
σ
q
①
ε
奉
ω
と
の
試
算
を
提
示
し
て
い
る
（
国
㊤
ヨ
の
p
ざ
起
．
9
2

　
　
℃
°
一
゜
。
幽
）
。
明
命
期
の
中
央
に
お
け
る
最
高
級
の
官
人
の
年
俸

　
　
が
お
よ
そ
銀
一
五
両
（
1
1
一
二
〇
〇
フ
ラ
ン
）
と
さ
れ
る
こ
と

　
　
か
ら
も
、
当
時
の
南
ト
ン
キ
ン
代
牧
区
の
支
出
が
現
地
の
物
価

　
　
水
準
に
鑑
み
て
膨
大
な
額
に
相
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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Aspects　of　Mission　Activities　in　Northern　Vietnam　under　the

Reign　of　Thieu　Tri　Emperor　of　the　Nguyen　Dynasty：

　　Backgrounds　for　the　establishment　of　the　Southern　Tonkin
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　Vicariate　of　the　Soci6t6　des　Missions　Etrang6res　de　Paris

MAKINO　Motonori

Key　words：Vietnam（ベトナム），　the　Nguyen　dynasty（院朝），

Emperor　Thieu　Tri（紹治帝），　la　Societe　des　Missions　Etrangeres　de

Paris（パリ外国宣教会），　Christianity（キリスト教）．

　　　This　paper　indicates　that　epoch－making　changes　in　Vietnamese

Christian　history　took　place　during　the　Thieu　Tri　era（1841－1847）of

the　Nguyen　dyllasty．　Previous　researchers　of　Vietnamese　socio－

religious　history　have　rarely　focused　on　this　Thieu　Tri　era　in

comparison　with　the　Minh　Mang　era（1820－1841）and　the　Tu　Duc　era

（1847－1883）when　the　anti－Christianity　campaign　of　the　Nguyen

government　came　to　its　climax．　Though　the　repression　policy　against

Christianity　continued，　no　European　missionary　was　executed　under

the　reign　of　Thieu　Tri．　The　great　number　of　people　became　converted

to　Catholicism　and　local　clergies　changed　to三ncrease　at　the　same　rate．

　　　Thieu　Tri　government’s　adaptation　of　conciliatory　strategy　on

religious　matters　toward　Western　countries　after　the　Opium　War，　its

lack　of　popularity，　and　the　endless　social　unrest　caused　by　natural

disaster　or　plague　gave　a　great　opportunity　to　a　Catholic　Missions　such

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as，“La　Soci6t6　des　Missions　Etrangさres　de　Paris（MEP）”which　played

the　leading　part　of　Vietnamese　Christian　history　since　the　18　th

century．　With　the　immense　financial　and　moral　support　from　France

in　the　first　half　of　the　19　th　century，　the　MEP　could　gradually　extend

its　illfluence　over　the　North　Vietnamese　people　in　need　of　medical　and

educational　help．
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　　　The　catholic　communities　of　the　Nghe　An　province　enjoyed　a　kind

of　autonomy　since　the　Minh　Mang　era　saw　in　particular　a　great

number　of　converts　and　Christian　villages　newly　built　during　the　Thieu

Tri　era．　Finally　the　catholic　communities　of　this　province　were

separated　as　the　Southern　Tonkin　Vicariate　from　the　Western　Tonkin

Vicariate　in　1847　and　played　a　potent　role　in　the　Vietnamese

socio－religious　history　during　the　latter　half　of　the　19　th　century・
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